
一
清
初
の
官
僚
制
と
社
会
一

谷

井

俊

仁

【
要
約
】
順
治
時
代
、
旗
下
の
家
人
が
逃
亡
す
る
と
い
う
逃
隠
問
題
は
、
大
き
な
政
治
問
題
と
な
・
て
お
り
、
満
洲
人
は
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
一

を
始
め
と
す
る
厳
し
い
牢
人
法
で
応
じ
た
。
一
方
漢
人
は
、
逃
人
罪
の
構
成
要
件
を
細
分
化
し
、
法
の
遵
守
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
の
軽
減
に
成

功
し
た
。
最
終
的
に
逃
人
置
は
廃
止
さ
れ
、
こ
こ
に
亀
甲
則
例
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
の
改
訂
は
、
所
詮
官
僚
が
逃
人
を
処
理
す
る
際

の
基
準
の
手
払
し
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
問
題
の
社
会
的
原
因
は
定
事
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
史
林
七
二
巻
二
号
　
一
九
八
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

督捕則例の成立（谷井）

　
最
後
の
中
華
帝
国
た
る
清
朝
が
、
満
洲
人
に
よ
る
征
服
王
朝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
清
代
法

制
史
研
究
の
中
で
は
、
そ
の
こ
と
が
精
力
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
文
化
的
に
も
、
社
会
的
に
も
圧
倒
的
に
多
様

で
複
雑
な
展
開
を
示
し
て
い
た
漢
人
世
界
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
満
洲
人
は
向
か
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
法
令
を
制
定
し
、
清
朝
三
百
年
の

礎
と
な
る
官
僚
制
を
整
備
発
展
さ
せ
て
き
た
の
か
。
武
力
的
優
位
は
支
配
の
き
っ
か
け
で
は
あ
り
え
て
も
、
支
配
の
体
制
化
、
日
常
化
と
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

元
を
異
に
す
る
以
上
、
こ
の
問
題
は
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
順
治
時
代
の
仁
人
法
を
通
じ
て
、
官
僚
制
の
形
成
の
一
側
面
を
粗
描
す
る
試
み
で
あ
る
。
逃
人
問
題
に
つ
い
て
は
、
夙
に
孟
森
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
、
心
地
と
並
ん
で
順
治
期
の
重
大
な
政
治
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
割
に
は
、
圏
地
ほ
ど
研
究
が
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
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③

し
、
問
題
の
実
際
の
展
開
を
考
え
る
な
ら
ば
、
圏
地
が
順
治
四
年
の
停
止
令
で
一
応
結
着
が
つ
い
た
の
に
対
し
、
逃
人
は
、
順
治
・
康
煕
両
朝

に
ま
た
が
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
よ
っ
て
、
逃
人
法
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
当
時
の
国
家
建
設
、
官
僚
制
形
成
の
一

面
を
窺
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
逃
人
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
周
藤
吉
之
馬
、
富
家
駒
氏
、
孟
昭
信
氏
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
基
本
的
な
こ
と
は
言
及
さ

れ
尽
卜
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
晦
・
特
に
劉
氏
の
研
究
は
・
肇
を
駆
使
し
た
網
羅
的
な
も
の
で
あ
り
・
稗
留
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
・

　
た
だ
三
氏
と
も
、
舟
人
問
題
を
古
地
と
の
関
連
、
民
族
矛
盾
と
の
関
連
で
採
り
上
げ
て
お
ら
れ
、
必
ず
し
も
筆
者
の
有
す
る
法
制
史
的
、
官

僚
制
的
関
心
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、
筆
者
が
改
め
て
取
り
上
げ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
《
既
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
省
略
し
た
り
、
簡
略
に
す
ま
せ
た
こ
と
を
予
じ
め
御
了
承
願
い
た
い
。

　
以
下
、
特
に
出
典
を
明
記
し
な
い
も
の
は
、
全
て
『
世
祖
実
録
』
に
よ
る
。
中
国

第
一
歴
史
面
繋
館
編
『
清
代
翻
案
史
料
叢
編
』
第
十
輯
（
中
棄
書
誌
、
一
九
八
四
）
、

「
順
治
年
間
酌
逃
人
問
題
」
は
、
『
逃
人
』
と
略
す
。

①
　
こ
の
間
題
に
関
す
る
最
も
重
要
な
研
究
は
、
宮
崎
市
定
「
清
朝
に
お
け
る
国
語

　
問
題
の
一
面
」
（
『
東
方
史
論
叢
』
第
一
、
　
九
四
七
。
の
ち
『
ア
ジ
ア
史
研
究

　
第
三
』
同
齢
舎
、
一
九
五
七
に
再
録
）
で
あ
ろ
う
。

②
『
明
清
史
講
義
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
）
、
第
四
編
第
甑
嬉
第
三
節
、
世
祖
。

③
細
谷
良
夫
「
畿
輔
旗
地
の
成
立
と
性
格
」
（
『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』

　
一
、
　
一
九
山
ハ
七
）
。

④
　
周
藤
吉
之
「
清
初
に
於
け
る
畿
輔
旗
亭
の
成
立
過
程
」
（
『
田
代
東
ア
ジ
ア
史
研

　
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
二
所
収
）
。
劉
樗
蒲
「
順
治
年
間
的
逃
人
間
題
」

　
（
『
慶
祝
李
済
先
生
七
十
歳
論
文
集
』
清
華
学
報
社
、
一
九
六
七
所
収
。
の
ち
同
氏

　
著
『
清
初
政
治
発
展
史
論
集
転
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
八
に
再
録
。
但
し
再

　
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
七
八
件
の
逃
人
関
係
福
案
を
整
理
し
た
表
が
省
か
れ
て

　
し
ま
っ
た
）
。
潅
昭
信
「
謡
初
”
逃
人
法
”
試
探
」
（
明
清
史
国
際
学
術
討
論
会
秘

　
二
曲
論
文
組
編
『
明
清
史
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集
』
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九

　
八
二
所
収
）
。
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騙
　
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
の
成
立

　
逃
人
間
題
と
は
、
亡
命
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
旗
人
の
家
で
役
使
さ
れ
た
り
、
農
業
生
産
に
従
事
し
て
い
た
奴
隷
が
逃
亡
す
る
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
旗
人
は
基
本
的
に
旗
地
に
頼
っ
て
生
活
を
し
て
い
た
以
上
、
耕
作
者
た
る
奴
隷
（
以
下
家
人
の
語
で
統
一
す
る
）
の
逃
亡
は
見
過
ご
せ
な
い



督捕罵倒の成立（谷井）

事
態
で
あ
っ
た
。

　
逃
人
に
関
す
る
入
関
後
始
め
て
の
規
定
は
、
順
治
元
年
八
月
癸
亥
（
八
日
）
に
、
容
親
王
の
諭
と
し
て
出
る
。

　
又
、
各
府
・
州
・
県
・
衛
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
郷
村
は
、
噺
家
ご
と
に
一
甲
長
を
置
き
、
百
家
ご
と
に
一
総
甲
を
如
く
。
凡
そ
盗
賊
・
逃
人
・
姦
究
の
犠
発

　
せ
る
事
故
に
遇
わ
ぼ
、
隣
佑
は
即
ち
に
甲
長
に
報
知
し
、
甲
山
は
総
甲
に
報
知
し
、
総
甲
は
府
・
州
・
県
・
衛
に
報
知
す
。
府
・
州
・
県
・
衛
は
核
嫁
し
、

　
兵
部
に
申
解
す
。
若
し
一
家
隠
匿
し
、
そ
の
隣
佑
の
三
家
・
正
長
・
総
甲
宣
告
を
行
わ
ず
ん
ぱ
、
倶
に
治
す
る
に
重
罪
を
も
っ
て
し
、
貸
さ
ず
。

　
こ
の
よ
う
に
、
盗
賊
と
抱
き
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
逃
人
問
題
は
、
ま
だ
単
独
で
採
り
上
げ
る
に
値
す
る
よ
う

な
尖
鋭
な
問
題
と
は
意
識
さ
れ
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
ほ
ん
の
二
箇
月
後
の
十
月
二
十
一
日
に
は
、
早
く
も
摂
政
王
の
令
旨
と
し
て
逃
入
法
が
発
布
さ
れ
る
。

　
、
道
・
府
・
州
・
県
・
便
所
の
城
内
、
及
び
城
外
の
各
郷
屯
は
、
豪
家
ご
と
に
一
人
に
委
し
て
面
長
と
な
し
、
百
家
ご
と
に
一
人
に
委
し
て
首
長
と
な
す
。
も

　
し
逃
亡
あ
ら
ば
、
隣
家
の
什
長
に
首
告
し
、
什
長
の
百
長
に
転
報
ず
る
を
許
す
。
百
長
査
問
し
て
明
白
な
れ
ぽ
、
府
・
州
・
県
・
衛
所
に
具
呈
す
。
察
回
し

　
て
撫
按
に
申
報
し
、
兵
部
に
転
報
す
。
も
し
一
戸
逃
亡
を
隠
書
し
、
九
戸
・
十
長
・
百
長
挙
報
を
行
わ
ず
、
傍
人
に
挙
首
せ
ら
る
る
を
致
さ
ば
、
そ
の
九
戸
・

　
尊
長
・
百
長
は
分
別
し
て
坐
罪
し
、
隠
匿
の
人
を
も
っ
て
死
に
処
す
。
そ
の
家
財
・
人
口
は
分
か
ち
て
三
分
と
な
し
、
一
分
を
も
っ
て
常
駐
の
人
に
賞
給
し
、

　
二
分
は
官
に
入
る
。
も
し
先
に
隠
匿
の
人
に
係
る
も
自
ら
来
た
り
て
首
魚
す
る
あ
り
、
井
び
に
傍
人
の
首
告
す
る
老
あ
ら
ば
、
逃
亡
の
人
口
を
も
っ
て
、
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ゐ
枯
価
に
当
て
て
分
か
ち
て
三
分
と
な
し
、
人
は
本
主
に
帰
し
、
即
ち
本
主
の
霜
融
よ
り
選
鉱
の
三
分
の
一
を
取
り
て
、
首
告
の
人
に
賞
給
す
。

・
八
月
の
規
定
と
十
月
の
規
定
で
は
種
々
の
相
異
が
見
ら
れ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
一
番
大
き
な
違
い
は
、
八
月
の
規
定
で
は
、
隠
匿
の
罪
を
、

治
す
る
に
重
罪
を
も
っ
て
す
と
い
う
よ
う
に
、
曖
昧
に
し
か
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
を
、
こ
こ
で
始
め
て
明
確
に
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

七
人
問
題
を
処
理
す
る
の
は
兵
部
で
あ
る
の
だ
が
、
治
す
る
に
重
罪
を
も
っ
て
す
で
は
、
一
体
ど
の
位
の
罪
に
擬
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

当
逃
は
死
罪
、
そ
の
家
財
・
人
口
は
三
分
の
一
を
告
発
者
に
賞
給
す
る
等
々
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
、
始
め
て
兵
部
は
逃
人
間
題
処
理
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
得
た
の
で
あ
る
。
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換
言
す
れ
ば
、
八
月
の
規
定
に
は
、
為
人
が
捕
ま
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
実
質
本
位
的
な
発
想
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
ま

だ
逃
人
跡
題
を
官
僚
制
の
枠
内
で
処
理
す
る
こ
と
に
対
す
る
意
識
が
稀
薄
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
変
化
、
規
定
の
変
化
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
簡
単
で
あ
る
。
満
洲
人
が
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
と
共
に
逃
人
問
題
を
審
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
り
ー
ド
し
た
の
が
漢
人
側
で
あ
る

こ
と
も
疑
い
な
い
。

　
な
ぜ
な
ら
、
第
四
章
で
の
べ
る
よ
う
に
、
満
洲
人
に
と
っ
て
は
、
実
質
的
に
逃
人
が
捕
ま
り
、
逃
人
問
題
が
解
決
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

わ
ざ
わ
ざ
改
め
て
そ
れ
を
官
僚
制
内
部
で
再
処
理
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
、
少
く
と
も
二
次
的
な
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

未
だ
整
備
の
途
中
に
あ
る
国
家
に
多
く
を
期
待
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
漢
人
富
僚
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等
に
と
っ
て
所
詮
逃
人
問
題
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
逃
人
が
捕
ま
り
、
工

人
問
題
が
解
決
し
よ
う
と
、
別
に
彼
等
の
生
活
が
改
善
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
逃
人
問
題
に
よ
っ
て
累
が
己
に
及
ん
で
く
る
と
な

る
と
、
逃
人
法
と
は
一
体
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
又
、
自
ら
が
擬
罪
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
基
本
的
に
利
害

の
な
い
問
題
で
あ
る
以
上
、
何
か
客
観
的
な
基
準
を
設
け
ね
ぼ
な
ら
な
く
な
る
。

　
折
し
も
、
漢
人
官
僚
の
間
で
は
、
律
の
制
定
を
求
め
る
声
が
頻
々
と
上
が
っ
て
い
た
。
明
律
的
秩
序
の
中
に
生
き
て
き
た
漢
人
に
と
っ
て
、

満
洲
人
の
刑
罰
運
用
は
理
解
を
越
え
て
い
る
が
故
に
、
恐
怖
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
実
録
で
一
番
始
め
に
確
認
で
き
る
律
の
制
定
の
要
求
は
、
順
治
元
年
六
月
甲
戌
（
十
八
日
）
の
、
順
天
巡
按
柳
寅
東
の
も
の
で
あ
る
。

　
鼎
革
以
来
、
政
教
い
ま
だ
敷
か
ず
。
蛮
然
の
民
守
る
と
こ
ろ
を
知
る
な
く
、
姦
悪
の
輩
細
革
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
蓋
し
聞
く
に
、
帝
王
の
教
を
牽
く
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

　
五
刑
を
廃
せ
ず
。
恐
る
ら
く
は
、
鞭
責
は
も
っ
て
衆
を
威
す
に
足
ら
ず
。
罰
を
明
ら
か
に
す
る
は
、
乃
ち
法
を
敷
う
ゆ
え
ん
。
宜
し
く
速
や
か
に
律
令
を
定

　
め
、
中
外
に
頒
示
す
べ
し
。
民
を
し
て
敢
え
て
犯
さ
し
め
ず
、
禍
乱
自
ず
か
ら
清
か
ら
ん
。

　
順
治
律
の
御
製
序
に
は
、
太
祖
・
太
宗
時
代
は
「
大
辟
の
ほ
か
、
た
だ
鞭
答
の
み
あ
り
」
と
の
べ
る
が
、
実
際
は
様
々
な
刑
罰
が
あ
っ
た
。
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督捕則例の成立（谷井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

脚
の
筋
を
断
つ
刑
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
明
律
的
刑
罰
秩
序
の
中
に
生
き
て
き
た
漢
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
正
に
恐
怖
で
あ
っ
た
。
何
を
し

た
ら
ど
の
位
の
刑
罰
が
下
っ
て
く
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
罰
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
明
が
倒
れ
た
以
上
、
満
洲
人
の

支
配
は
、
と
り
あ
え
ず
受
け
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
漢
人
と
全
く
価
値
判
断
を
異
に
す
る
満
洲
人
の
支
配
は
、
予
想
が
つ
か
な
い
と

い
う
点
で
恐
怖
で
あ
っ
た
。
漢
人
窟
僚
の
頻
々
た
る
律
の
制
定
を
求
め
る
上
奏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
柳
寅
東
に
対
し
、
誉
親
王
は
、
明
律
に
准
拠
せ
よ
と
答
え
て
い
る
が
、
漢
人
の
眼
か
ら
見
る
と
こ
ろ
の
満
洲
人
に
よ
る
刑
罰
上
の
無
秩
序
状

態
は
、
容
親
王
の
一
片
の
命
令
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
箇
月
後
の
八
月
丙
辰
（
一
日
）
、
刑
科
給
事
中
の
孫
嚢
が
、
明
律
を
時

宜
を
斜
酌
し
て
改
訂
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
内
は
國
都
、
外
は
郡
邑
を
し
て
皆
暁
然
た
ら
し
め
よ
。
画
□
の
制
に
お
い
て
、
確
た
る
こ
と
縄
尺
の
如
く
、
信
な
る
こ
と
四
時
の
如
く
せ
ん
。

と
請
う
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
示
す
。

　
孫
襲
の
明
律
改
訂
の
議
に
対
し
、
容
親
王
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
法
論
官
を
し
て
廷
臣
と
会
同
し
、
明
律
を
詳
繹
し
、
時
宜
を
参
酌
し
、
出
講
確
当
に
し
て
、
も
っ
て
成
書
を
裁
定
し
、
天
下
に
頒
行
ず
る
に
急
な
ら
し
め
よ
。

と
諭
し
、
こ
こ
に
清
律
の
制
定
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
順
治
律
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
夙
に
島
田
正
郎
氏
が
、
「
清
律
の
成
立
」
の
中
で
、
呉
達
海
疏
、
剛
林
疏
を
用
い
て
の
べ
て
お
ら
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
再
論
は
し
な
い
。
た
だ
、
順
治
律
成
立
上
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
、
御
製
序
の
日
附
三
年
五
月
と
、
実
録
に
よ
る
頒
行
の
日

附
四
年
三
月
管
下
（
二
四
日
）
が
ず
れ
て
い
る
問
題
に
対
し
て
は
、
や
や
明
快
さ
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
ず
れ
に
関
し
て
は
、
や
は
り
島
田
氏
が
の
べ
ら
れ
る
通
り
、
三
年
五
月
の
段
階
で
、
順
治
律
は
一
旦
完
成
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
に
対
し
、

　
無
上
、
皇
叔
父
摂
政
王
欽
憧
深
心
に
し
て
、
た
だ
一
と
し
て
い
ま
だ
当
ら
ず
、
遵
行
に
便
な
ら
ざ
る
あ
る
を
恐
れ
、
淘
り
て
臣
鞄
文
理
、
駆
酒
林
、
臣
邨
充

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
格
、
臣
漏
鐙
、
臣
寧
完
我
、
臣
宋
権
に
命
じ
て
、
再
び
審
定
を
加
え
、
満
漢
を
斜
乱
し
、
務
め
て
時
宜
に
合
わ
し
む
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
時
宜
へ
の
合
致
を
求
め
て
の
つ
き
返
し
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
だ
。

　
実
は
、
こ
の
“
時
宜
”
と
い
う
の
が
、
何
ら
一
般
論
的
な
暖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
事
態
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
よ

り
わ
か
る
。
順
治
三
年
五
月
庚
戌
（
五
日
）
の
『
実
録
』
に
、

　
兵
部
に
論
ず
。
満
洲
の
愛
人
を
隠
匿
す
る
は
、
早
来
重
罪
に
定
擬
す
。
朕
心
に
忍
び
ず
、
減
じ
て
鞭
答
と
な
す
に
、
あ
に
料
ら
ん
や
、
愚
民
珍
憤
の
心
を
体

　
せ
ず
、
反
っ
て
隠
匿
の
弊
多
し
。
在
在
容
算
し
て
挙
首
を
行
わ
ず
。
た
だ
こ
の
梅
月
の
間
の
み
に
て
、
逃
人
は
已
に
幾
ん
ど
数
万
な
り
。
こ
れ
皆
該
管
の
地

　
方
官
員
厳
察
を
加
え
ざ
る
の
餐
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
逃
鼠
已
ま
ざ
る
は
、
法
を
玩
ぶ
こ
と
殊
に
甚
し
。
そ
れ
如
何
に
し
て
新
律
を
更
興
し
、
厳
に
単
行
を

　
な
し
、
愚
罠
を
し
て
国
法
に
罹
る
を
免
れ
し
む
る
か
、
爾
部
詳
議
し
て
具
奏
せ
よ
。

と
あ
り
、
兵
部
に
対
し
て
、
逃
人
に
関
す
る
新
律
の
更
定
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
た
だ
、
刑
部
で
は
な
く
兵
部
に
命
じ
た
の
が
、
変
と
言
え
ば
変
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
順
治
時
代
に
は
、
刑
部
以
外
の
衙
門
が
条
例
の
作
成

に
与
る
こ
と
が
間
々
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
順
治
律
巻
＝
一
、
礼
律
、
儀
制
、
寮
舎
違
式
に
は
、
礼
部
へ
の
伝
諭
を
の
せ
、
同
巻
一
七
、
兵
律
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

郵
駅
、
駅
使
稽
程
に
は
兵
部
へ
の
伝
諭
を
の
せ
、
各
々
条
例
化
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
例
証
で
あ
る
。

　
尤
も
、
問
題
な
の
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
真
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
肥
人
律
が
、
島
田
氏
が
順
治
律
の
後
刻
本
の
中
で
最
も
重
視

せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
の
べ
ら
れ
る
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
の
康
熈
九
年
部
頒
本
に
存
在
し
な
い
、
必
然
的
に
そ
の
後
の
清
石
に
も
見
当

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
島
田
氏
は
こ
の
記
事
に
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
蔵
の
白
玉
堂
蔵
板
『
大
淫
情
集
解
附
例
』
に
は
、
こ
の
律
を
の
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
珍
し
い
と
思

う
の
で
、
以
下
原
文
の
体
裁
を
改
め
ず
に
載
せ
、
読
み
下
し
は
下
段
に
附
す
。

　
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
州
の
逃
亡
せ
る
新
・
旧
家
人
を
隠
匿
す

　
　
　
一
凡
隠
鷹
満
洲
逃
亡
象
人
者
叢
論
案
先
聖
兵
部
　
　
　
一
、
凡
そ
満
洲
の
逃
亡
せ
る
家
人
を
隠
匿
せ
ぱ
、
す
べ
か
ら
く
逃
案
は
、
先
に
兵
部
に
あ
り
て

　
　
　
　
准
理
或
被
勢
人
告
首
或
失
態
察
獲
或
地
方
官
　
　
　
亘
理
す
べ
し
。
或
い
は
、
肇
人
に
背
嘱
せ
ら
れ
、
或
い
は
、
失
主
事
乏
し
、
或
い
は
、
地
方
官
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督捕則例の成立（谷井）

　
　
　
察
出
将
隠
匿
之
主
及
郷
佑
九
家
百
家
長
尽
行

　
　
　
捉
肇
井
送
主
家
書
起
解
兵
部
審
明
記
簿
転
送

　
　
　
刑
部
勘
問
的
確
将
主
人
鞭
｝
百
帰
還
原
主
隠

　
　
　
匿
犯
人
処
斬
尊
家
資
仁
多
者
給
失
書
轟
轟
豊

　
　
　
厚
者
或
全
給
半
給
講

旨
定
奪
処
分
将
本
犯
家
鼠
三
分
之
内
以
一
分
賞
給
首

　
　
　
告
人
大
約
不
出
百
両
之
外
其
鄭
佑
九
家
自
家

　
　
　
長
各
鞭
｝
百
流
徒
辺
遠
如
不
器
量
地
方
官
察

　
　
　
出
者
其
本
愚
書
総
門
府
州
県
即
坐
本
官
以
前

　
　
　
忽
穰
察
之
罪
府
降
誕
州
下
県
ヒ
降
県
門
若
本

　
　
　
犯
出
於
某
県
其
感
量
上
司
慧
知
州
知
府
道
官

　
　
　
計
隠
一
人
罰
俸
一
箇
月
至
十
二
人
置
罰
俸
一

　
　
　
年
則
降
一
級
該
管
巡
撫
失
於
稽
察
亦
計
逃
人

　
　
　
多
寡
逓
為
罰
俸
巡
逆
境
於
稽
察
回
道
厳
加
考

　
　
　
核
各
地
方
逃
人
若
経
一
月
不
行
察
長
者
定
府

　
　
　
本
州
本
察
官
如
律
問
罪
知
府
宇
宿
若
係
所
属

　
　
　
地
方
其
逃
人
減
四
十
五
日
以
内
不
行
察
送
者

　
　
　
如
律
問
罪
撫
按
六
十
日
以
内
不
行
密
送
者
如

　
　
　
律
問
罪
如
隠
匿
福
人
自
行
出
首
罪
止
逃
人
或

　
　
　
一
鄭
挙
首
亦
罪
止
逃
人
臣
隠
匿
之
人
命
倶
聡

察
出
せ
ば
、
隠
匿
の
主
、
及
び
鄭
佑
の
九
家
・
百
家
長
を
も
っ
て
、
尽
く

捉
攣
を
行
う
。
罫
び
に
三
主
の
家
資
は
、
兵
部
に
起
解
し
、
審
明
し
て
簿
に
記
し
転
送
す
。

刑
部
勘
問
す
る
こ
と
的
確
な
れ
ば
、
逃
人
を
も
っ
て
鞭
一
鶴
と
し
、
原
主
に
帰
還
す
。
隠

匿
の
犯
人
は
、
斬
に
処
す
。
そ
の
家
資
の
多
く
は
無
き
者
は
、
失
主
に
給
す
。
家
資
の
豊

厚
な
る
者
は
、
或
い
は
全
給
す
る
や
、
半
給
す
る
や
は
、

旨
を
請
い
て
定
奪
処
分
す
。
本
犯
の
家
資
を
も
っ
て
三
分
す
る
の
内
、
一
分
を
も
っ
て

首
岱
人
に
賞
給
す
。
大
約
百
両
の
外
に
出
で
ず
。
そ
の
鄭
佑
の
九
家
・
百
家

長
は
、
各
々
鞭
一
菖
、
辺
遠
に
流
燈
す
。
も
し
、
該
地
方
官
の
察

出
せ
る
春
に
係
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
本
犯
某
府
・
州
・
醸
に
居
住
す
れ
ば
、
即
ち
、
本
宮
を
坐
す
る
に

照
察
に
怠
忽
の
罪
を
も
っ
て
し
、
府
は
州
に
降
し
、
州
は
県
に
降
し
、
ヒ
（
県
～
）
は
県
丞
に
降
す
。
も
し
本

雪
曇
県
に
出
で
な
ば
、
そ
の
直
管
の
上
司
、
知
州
・
覇
府
∵
道
官
の
若
き
は
、

隠
一
人
を
計
る
ご
と
に
罰
俸
一
箇
月
。
十
二
人
に
至
ら
ば
、
ま
さ
に
罰
俸
一

年
た
る
ぺ
け
れ
ぽ
、
則
ち
一
級
を
降
す
。
該
管
の
巡
論
叢
察
に
失
す
れ
ば
、
亦
た
逃
人
の

多
寡
を
計
り
て
、
逓
し
て
罰
俸
と
な
す
。
巡
按
稽
察
に
失
す
れ
ば
、
道
に
回
り
て
厳
に
考

核
を
加
う
。
各
地
方
の
逃
人
、
も
し
一
月
を
経
て
察
送
を
行
わ
ず
ん
ぱ
、
道
府
・

本
州
・
本
県
宮
は
、
律
の
如
く
問
罪
す
。
日
置
・
司
・
道
、
も
し
所
属
の

地
方
に
係
り
て
、
そ
の
画
人
四
十
五
日
を
経
る
以
内
に
、
察
送
を
行
わ
ず
ん
ぽ
、

律
の
如
く
問
罪
す
。
撫
・
按
は
六
十
研
以
内
に
察
送
を
行
わ
ず
ん
ば
、

律
の
如
く
聞
罪
す
。
も
し
、
隠
匿
の
人
自
か
ら
出
首
を
行
わ
ぱ
、
罪
は
逃
人
に
止
ま
る
。
或
い
は

｝
郷
挙
首
せ
ぱ
、
亦
た
罪
は
舞
人
、
弁
び
に
隠
匿
の
人
に
止
ま
り
、
除
は
、
倶
に

7　（167）



　
　
　
罪
如
郊
佑
百
家
長
挙
首
亦
将
隠
匿
家
資
賞
給

　
　
　
　
三
分
之
一
自
回
投
主
者
隠
匿
之
家
併
左
右
二

　
　
　
都
倶
流
徒
辺
遠
絵
鄭
七
家
十
長
各
責
五
十
鞭

　
　
　
該
管
官
員
及
百
家
長
倶
免
罪
撫
旺
盛
各
該
地

　
　
　
方
官
以
察
解
之
多
寡
為
様
殿
最
有
犯
此
尊
者

　
　
　
　
遇

　
赦
不
赦

　
こ
れ
は
巻
四
、
戸
律
、

六
条
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

罪
な
し
。
も
し
郡
佑
・
百
家
長
鳥
首
せ
ば
、
亦
た
隠
裏
の
嘉
詩
を
も
っ
て

三
分
の
一
を
増
給
す
。
自
か
ら
主
に
回
投
せ
ぱ
、
隠
匿
の
家
、
併
び
に
左
右
二

郷
は
、
倶
に
辺
遠
に
総
掛
す
。
除
鄭
の
七
家
・
十
長
は
、
各
々
五
十
鞭
を
貰
む
。

該
管
の
官
員
、
及
び
蒼
家
長
は
、
娯
に
免
罪
す
。
撫
・
按
、
及
び
各
該
地

方
官
は
、
察
解
の
多
募
を
も
っ
て
功
の
殿
最
と
な
す
。
こ
の
律
を
犯
す
も
の
あ
ら
ば
、

赦
に
遇
う
も

赦
さ
ず
。

戸
役
の
収
留
迷
失
子
女
と
賦
役
不
均
の
間
に
の
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
戸
役
が
普
通
よ
り
一
つ
多
い
全
十

8　（168）

こ
の
皇
錦
嚢
如
何
な
る
性
格
の
も
の
な
の
か
は
・
書
誌
学
上
の
膿
な
の
で
・
後
書
譲
り
た
い
た
だ
書
式
朋
輩
気
付
い
た
こ
と

を
の
べ
る
と
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
と
タ
イ
ト
ル
が
一
行
使
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
律
の
タ
イ
ト
ル
の
出
し
方
と
同
じ
で
、
こ

れ
が
律
で
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
本
文
の
頭
に
あ
る
一
な
る
字
は
、
他
の
用
例
を
見
る
と
、
条
例
の
頭
に
附
け
ら
れ
る
字
で
あ
り
、
こ
れ
が
条

例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
こ
の
法
は
、
書
式
上
筆
と
も
条
例
と
も
つ
か
な
い
記
さ
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
法
が
律
で
あ
っ
て
、
条
例
で
は
な
い
こ
と
は
、
先
程
の
実
録
の
記
事
に
照
ら
し
て
も
、
又
、
劇
作
梅
の
題
本
中
の
一
節
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
夫
れ
、
逃
人
は
律
文
の
一
端
な
る
の
み
。

か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
順
治
律
成
立
上
の
問
題
点
で
あ
っ
た
日
量
の
ず
れ
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
順
治
元
年
八
月

一
日
に
制
定
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
三
年
五
月
に
一
旦
完
成
し
、
御
製
序
も
作
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
逃
人
へ
の

規
定
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
差
し
戻
さ
れ
、
新
た
に
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
が
附
加
さ
れ
、
四
年
三
月
二
四
臓
に
学
行
さ
れ
た
と
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⑬

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
満
洲
人
は
、
漢
人
の
律
制
定
の
要
求
を
逆
手
に
と
っ
て
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
を
制
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
明
律
に

な
い
律
を
加
え
る
と
い
う
の
は
、
漢
人
達
に
、
満
洲
人
の
義
人
問
題
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
満
洲
人
に
は
、
ま
だ
律
の
も
つ
官
僚
制
的
意
味
と
い
う
も
の
が
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
右
の
律
文
を
読
め

ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
律
の
官
僚
制
的
意
味
と
い
う
の
は
、
あ
る
犯
罪
を
宮
僚
糊
に
よ
っ
て
処
理
す
る
際
、
そ
れ
に
ど
の
位
の
刑
を
当
て
る
べ

き
か
の
基
準
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
逃
人
が
摯
獲
さ
れ
る
、
又
は
摯
獲
さ
れ
ざ
る
事
態
が
、
難
点
制
に
よ
っ
て
処
理
さ
る
べ
き
問
題
と
し
て

取
り
込
ま
れ
た
時
、
官
僚
は
、
逃
人
律
を
基
準
に
し
て
刑
を
当
て
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
逃
人
影
の
制
定
と
若
人
問
題
の
実
質
的
、
社
会
内
的
解
決
は
、
一
応
別
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
あ
く
ま
で
も
歩
人
問
題
の
実
質
的
解
決
を
目
指
し
、
社
会
内
で
解
決
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
く
、
わ
ざ
わ
ざ
官
僚
制
内
で
再
処
理
さ
れ
る
必
要

を
そ
れ
程
感
じ
て
い
な
か
っ
た
満
洲
人
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
乖
離
は
腹
だ
た
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
ふ
れ

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
①
謂
清
榴
案
』
A
2
－
2
4
、
摂
政
王
令
旨
規
定
墓
畳
吏
貧
蹴
当
言
告
隠
匿
逃
　
　
　
る
・
幕
延
葛
ぎ
冨
昌
銑
ヨ
・
9
9
・
9
・
。
曇
ρ

　
　
人
奨
懲
辮
法
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
麟
き
ほ
　
　
鰍
　
　
　
曝
講
蟄
購
景
・
詩
。

　
②
　
順
治
元
年
五
月
癸
巳
（
六
日
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
摂
政
和
碩
容
親
王
令
在
京
内
閣
．
六
都
．
都
察
院
等
衙
門
官
員
、
倶
以
原
官
、
　

⑤
『
明
清
愚
案
』
A
1
1
7
5
、
刑
科
給
事
中
品
嚢
啓
諮
定
刑
罪
存
国
体
禁
ヨ
訟
蘇

　
　
　
同
満
官
一
体
辮
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滞
獄
。

　
　
筆
者
が
実
見
し
得
た
内
、
最
も
早
い
臼
附
（
順
治
元
年
十
二
月
八
目
）
を
持
つ
逃
　
　
　
　
⑥
　
『
明
清
榴
案
臨
の
批
は
、
欠
落
部
分
が
あ
る
の
で
、
節
略
さ
れ
た
も
の
で
は
あ

　
人
裁
判
の
穰
案
で
あ
る
『
明
清
榴
案
』
A
2
－
8
3
、
刑
部
左
侍
郎
召
羅
題
報
拐
騙

　
満
洲
婦
女
人
犯
経
審
斬
髪
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
確
認
し
得
る
。

③
実
質
的
解
決
と
掛
取
制
内
解
決
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
詳
し
く
論
ず
る
。

④
　
順
治
二
年
閏
六
月
乙
未
（
十
五
日
）
。
満
文
老
椹
研
究
会
訳
註
『
満
文
老
楢
』
y

　
太
宗
1
（
菓
洋
文
庫
、
一
九
五
九
）
天
聡
二
年
十
月
八
日
に
、

　
る
が
、
『
世
祖
実
録
』
に
よ
っ
た
。

⑦
『
法
律
論
叢
』
五
四
－
二
、
一
九
八
一
。
の
ち
『
清
朝
蒙
古
例
の
研
究
一
東

　
洋
法
史
論
集
第
五
一
』
（
創
文
社
、
一
九
八
工
）
に
再
録
。

⑧
呉
達
海
疏
は
、
沈
家
本
『
寄
移
行
存
』
巻
八
、
順
治
律
蹴
に
引
く
。
『
闘
清
稽

　
案
』
に
は
湛
え
ず
。
竪
林
疏
は
、
後
の
轟
轟
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
削
除
さ
れ
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て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

　
蔵
康
熈
九
年
『
大
藩
律
集
解
附
例
』
に
の
せ
る
も
の
が
よ
い
。
『
明
清
機
案
』
に
は

　
見
え
ず
。

⑨
鰯
林
疏
。

⑩
順
治
律
と
は
、
後
で
の
べ
る
よ
う
に
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
蔵
の
白
玉

　
堂
本
『
大
清
律
集
解
慣
例
』
を
指
す
。
記
事
自
体
は
、
康
照
律
た
る
『
大
清
律
例

　
殊
註
広
彙
全
書
』
に
も
の
せ
る
。
順
治
律
と
康
熈
律
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
第
四

　
章
で
の
べ
る
。

⑭
　
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
目
録
』
（
京
都

　
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
九
）
の
記
載
を
記
し
て
お
く
。
大
晦
律
集
解
附

　
例
三
十
巻
図
一
巻
名
例
一
巻
射
大
清
落
零
一
巻
新
例
一
巻
　
清
順
治
三
年
宮
撰

　
大
清
律
附
順
治
二
年
官
撰
　
新
例
康
熈
三
年
官
撰
　
順
治
四
年
刊
本
新
例
康
熈
三

　
年
刊
白
玉
覚
蔵
板
。

⑫
『
擬
人
』
2
、
許
聖
節
身
為
逃
入
之
事
不
必
月
設
職
官
事
本
。

⑬
筆
者
が
気
付
い
て
い
る
範
麟
で
、
少
く
と
も
も
う
二
本
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家

　
人
律
の
あ
り
そ
う
な
清
律
が
あ
る
。
一
つ
は
、
国
務
院
法
制
局
法
制
史
研
究
室
編

　
『
中
岡
法
綱
史
参
考
警
藩
簡
介
』
（
法
律
出
版
社
、
　
一
九
五
七
）
四
十
三
頁
に
引

　
く
、
無
編
者
姓
名
、
十
冊
、
清
翔
本
と
あ
る
『
大
清
律
例
』
で
、
こ
れ
も
戸
律
が

　
九
十
五
条
と
一
条
多
い
。
も
う
～
つ
は
、
張
偉
貸
主
編
『
中
国
法
制
史
書
闘
』
（
中

　
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
六
）
に
引
く
○
〇
六
二
番
の
『
大
清
律
集

　
解
附
例
』
で
、
露
文
が
全
四
百
五
十
九
条
と
、
通
常
の
康
熈
律
た
る
『
大
命
律
例

　
稔
註
広
彙
全
書
』
の
四
百
五
十
八
条
に
対
し
て
一
条
多
い
。
ち
な
み
に
、
雍
正
三

　
年
の
律
以
降
は
全
四
百
三
十
六
条
で
あ
る
。
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二
　
逃
人
問
題
の
背
景

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
満
洲
人
は
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
を
清
艶
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
逃
人
問
題
解
決
へ
向
け
て
並

々
な
ら
ぬ
意
欲
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
逃
人
と
は
何
か
を
詳
し
く
見
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
時
の
社
会
背
景
を
明
ら
か
に
し
、

逃
人
摯
獲
の
直
接
的
困
難
さ
を
示
し
た
い
。

　
ま
ず
、
家
人
の
来
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
劉
氏
が
、
①
満
洲
兵
の
捻
掠
に
よ
る
も
の
、
②
入
関
学
無
理
や
り
投
充
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

せ
ら
れ
た
も
の
、
③
旗
下
に
売
り
払
わ
れ
た
も
の
、
④
罪
に
よ
り
入
替
さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
四
つ
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
妥
当
な
見
解
と
言

え
る
。

　
①
の
捻
掠
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
満
洲
人
に
と
っ
て
家
人
と
い
う
の
は
、
牛
や
馬
な
ど
と
同
じ
財
産
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
本
土
へ

進
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
て
み
れ
ぼ
、
宝
の
山
へ
入
り
こ
ん
だ
も
同
然
な
の
で
あ
る
。
回
り
に
い
く
ら
で
も
あ
る
宝
を
み
す
み
す
取
ら
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ず
に
す
ま
す
手
は
な
い
。
彼
等
が
入
的
掠
奪
を
恣
に
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
朱
和
尚
の
供
述
。
私
は
元
来
華
墨
県
照
山
衛
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
崇
禎
十
五
年
に
大
軍
が
や
っ
て
き
て
つ
れ
去
ら
れ
ま
し
た
。
避
溢
旗
の
援
子
ニ
ル
の
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
洪
勲
が
主
人
で
、
そ
こ
の
家
人
と
な
り
、
西
直
門
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
満
洲
名
を
男
乗
免
と
申
し
ま
す
。

　
重
氏
を
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
様
に
供
述
し
た
。
山
東
の
帝
城
県
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
軍
が
土
賊
を
討
伐
し
に
来
た
折
に
、
正
院
旗
の
王
達
子
に
連

　
　
　
　
　
　
　
③

　
れ
去
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
投
充
の
方
は
、
劉
氏
の
の
べ
る
よ
う
に
無
理
や
り
得
点
さ
せ
ら
れ
る
逼
投
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
後
に
は
、
漢
人
の
方
で
自
発
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

評
議
し
て
い
く
濫
投
の
方
が
問
題
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
投
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
税
糧
・
差
徹
が
免
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
家
人
の
官
僚
制
的
意
味
と
い
う
の
は
、
一
般
の
民
の
管
轄
が
州
・
県
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
帳
簿
上
は
戸
部
、
実
質
的
に
は
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

旗
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
存
し
た
。
例
え
ば
、
帯
地
蓋
置
の
弊
害
に
対
し
て
、

　
宜
し
く
戸
部
に
則
し
て
、
投
充
の
入
を
も
っ
て
、
原
投
の
部
櫨
に
照
ら
し
て
査
焦
し
、
地
を
給
す
る
の
外
、
そ
の
多
占
の
地
子
は
、
即
ち
に
原
主
に
退
還
せ

　
　
⑥

　
し
む
。

と
あ
り
、
申
告
漏
れ
事
件
で
、

　
豊
潤
県
人
の
周
元
復
が
、
以
前
の
事
件
を
告
発
し
て
き
た
中
で
の
べ
て
い
る
。
一
族
中
の
ご
ろ
つ
き
の
周
国
弼
は
、
英
王
国
勒
の
荘
頭
に
投
乱
す
る
に
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
っ
て
、
四
十
頃
と
だ
け
申
告
し
、
残
り
の
膜
地
十
五
頃
は
、
記
号
も
国
課
も
納
め
て
お
り
ま
せ
ん
。

と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
④
罪
に
よ
り
入
官
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。

　
　
（
兵
部
督
捕
）
分
り
て
地
方
官
に
行
文
し
て
、
（
窩
主
）
王
国
欽
の
妻
子
・
家
産
、
人
口
・
房
地
冊
を
も
っ
て
、
速
算
し
て
申
解
せ
し
む
。
部
に
到
る
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
を
倹
ち
て
官
に
入
れ
、
戸
部
に
春
送
す
。

　
又
、
家
人
が
財
産
視
さ
れ
る
と
な
る
と
、
③
旗
下
に
売
り
払
わ
れ
る
者
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
拐
販
と
い
う
商
売
が
成
立
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す
る
こ
と
に
な
る
。

　
例
え
ば
、
拐
帯
の
皮
四
は
、
一
人
に
つ
き
四
〇
〇
〇
文
で
仕
入
れ
、
そ
れ
を
牙
子
の
金
成
元
に
間
八
爾
で
転
売
し
、
金
成
元
は
、
更
に
そ
れ

を
二
〇
～
三
〇
両
で
売
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
割
が
い
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
皮
四
の
グ
ル
ー
プ
は
、
順
治
十
一
年
十
二
月
か
ら
翌
年
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

月
迄
の
間
に
、
漢
人
を
百
人
以
上
も
転
売
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
四
つ
の
主
要
な
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
、
続
々
と
家
人
が
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
容
親
王
の
子
の
多
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

博
は
、
八
百
名
も
濫
諾
し
て
い
た
と
迄
言
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
入
関
後
の
家
人
の
総
数
を
明
ら
か
に
は
し
得
な
い
が
、
こ

の
四
つ
の
ル
ー
ト
に
よ
る
取
り
込
み
は
、
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
年
間
で
徳
人
が
三
万
人
に
も
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
万
人
も
の
尋
人
を
出
し
得
る
程
の
家
人
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
逃
人
問
題
を
考
え
る
上
で
先
ず
第
一

に
押
さ
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
と
な
る
と
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
家
人
が
毎
年
逃
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
島
人
問
題
が
当
時
の
大
問
題
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
考
え

も
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
は
少
々
ナ
イ
ー
ヴ
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
逃
人
法
は

か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逃
人
と
か
か
わ
っ
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
位
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
又
、
遼
東
出
身
の
家
人
は
、
そ
う
と
わ
か
る
な
ま
り
が
あ
り
、
特
に
女
性
は
、
耳
に
孔
を
あ
け
て
い
た
り
し
て
、
外
見
か
ら
の
判
別
が
可
能

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
家
人
の
逃
亡
が
、
こ
こ
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
か
家
人
の
逃
亡
を
、
直
接
的
・
間
接
的
に
で
も
助
け
る
よ
う

な
要
因
を
他
に
求
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
逃
亡
で
は
な
く
、
公
的
・
私
的
な
理
由
に
よ
っ
て
正
規
に
移
動
し
て
い
た
家
人
が
た
く
さ
ん
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
が
逃
亡
な
の
か
、
正
規
な
の
か
は
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
初
め
雪
靴
尼
恰
番
任
珍
、
興
安
総
兵
官
に
任
ぜ
ら
れ
し
時
、
妻
妾
の
人
と
通
姦
す
れ
ば
、
私
か
に
毒
死
を
行
う
。
罪
を
催
れ
、
家
人
を
し
て
京
に
至
り
、
兵
・
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督捕則例の成立（谷井）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
刑
二
部
に
行
賄
せ
し
む
。

と
い
っ
た
通
信
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
諸
王
府
の
商
人
、
及
び
旗
下
の
官
員
の
家
人
の
外
省
に
て
貿
易
す
る
を
禁
止
す
。

と
い
っ
た
商
業
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
満
洲
家
人
、
票
を
給
し
て
探
親
す
る
に
、
良
民
を
詐
害
す
る
を
許
さ
ず
。

と
い
っ
た
里
帰
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
（
満
洲
兵
丁
）
命
を
奉
じ
て
蹟
征
す
る
に
、
必
ず
随
帯
の
人
を
慰
む
る
に
よ
り
、
耕
種
の
業
を
失
す
る
を
致
す
。

と
い
っ
た
出
征
兵
士
の
身
の
廻
り
の
世
話
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
居
住
地
と
旗
地
の
地
理
的
分
離
が
、
家
人
の
往
来
を
頻
繁
に
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
し
か
し
、
探
親
は
別
と
し
て
も
、
他
の
通
信
・
商
業
・
随
帯
出
等
等
の
重
要
な
仕
事
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
旧
人
逃
亡
せ
る
に
よ
り
、
投
充
人
を
も
っ
て
随
帯
し
て
出
征
す
る
者
あ
り
。

と
あ
る
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
難
関
以
前
か
ら
の
家
人
、
旧
人
を
使
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
等
が
逃
亡
し
た
時
に
は
、
ま
だ
先
程
の
べ
た

外
見
的
特
徴
に
よ
っ
て
判
別
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。

　
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
の
う
ち
、
新
家
人
の
方
で
あ
っ
た
。
談
遷
『
北
游
録
』
紀
聞
下
、
新
人
に
、

　
清
朝
の
帰
附
せ
る
者
は
、
遼
東
を
も
っ
て
旧
人
と
な
し
、
絵
は
新
人
と
な
す
。

と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
新
家
人
と
は
、
入
関
後
の
家
人
、
具
体
的
に
は
、
捻
掠
さ
れ
、
投
費
し
、
拐
帯
さ
れ
、
入
官
さ
せ
ら
れ
た
莫
大
な
漢
人

家
人
を
実
質
的
に
指
す
と
み
て
よ
い
。

　
と
な
る
と
、
新
家
人
は
元
来
が
漢
人
で
あ
る
以
上
、
外
見
的
区
捌
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
等
が
逃
亡
し
た

時
《
そ
れ
を
逃
亡
し
た
家
人
だ
と
見
破
る
手
掛
り
は
、
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
逃
人
悶
題
の
大
半
が
旧
家
人
で
は
な
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ぐ
ハ
新
家
人
、
莫
大
な
数
に
の
ぼ
る
新
家
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。

　
以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
逃
人
閥
題
解
決
の
た
め
に
は
、
正
規
で
移
動
し
て
い
る
家
人
と
逃
亡
し
た
家
人
を
ど
う
区
別
す
る
か
、

逃
亡
す
る
新
家
人
と
一
般
の
漢
人
と
を
ど
う
辮
嫁
す
る
か
と
い
う
や
っ
か
い
な
間
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
折
し
も
当
時
は
、
仁
心
清
心
の
戦
乱
に
よ
っ
て
入
口
が
激
減
し
、
耕
作
地
が
荒
れ
果
て
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
自
然
条
件
の
狂

い
が
即
座
に
磯
饒
を
招
き
、
人
々
は
流
亡
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
工
科
左
給
事
中
魏
商
介
奏
言
す
。
連
歳
水
災
頻
働
た
り
。
直
隷
・
河
北
・
山
東
は
鱗
民
の
逃
亡
甚
だ
衆
し
。

　
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、

　
平
郷
州
質
料
李
芝
蘭
が
審
問
し
た
逃
人
事
件
。
…
…
窩
主
の
木
城
関
の
家
・
土
地
は
と
て
も
狭
い
の
で
、
多
く
の
逃
人
を
あ
ち
こ
ち
の
県
・
村
に
分
散
し
た
。

　
そ
れ
で
も
な
お
ば
れ
て
や
っ
か
い
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
巧
み
に
と
り
つ
く
ろ
う
方
法
を
考
え
出
し
た
。
つ
ま
り
鱗
僅
で
逃
げ
て
食
を
求
め
て
い
る
の

　
だ
と
で
っ
ち
あ
げ
て
、
村
人
を
欺
い
た
の
で
あ
る
。
逃
人
達
は
男
女
を
問
わ
ず
外
見
を
改
め
、
子
供
は
車
に
あ
ふ
れ
、
農
具
も
載
せ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
当
に
流
亡
と
見
ま
が
う
ば
か
り
で
あ
る
。
零
点
・
保
正
は
ま
ん
ま
と
ひ
っ
か
か
っ
て
、
ま
と
も
に
流
民
だ
と
信
じ
、
か
く
ま
っ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。

と
巧
み
に
隠
匿
す
る
手
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
実
際
問
題
右
の
ケ
ー
ス
も
、

　
学
人
小
曲
児
の
供
述
は
以
下
の
通
り
。
手
前
は
鑛
黄
旗
影
泰
グ
サ
額
児
格
免
ニ
ル
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
車
の
河
曲
県
比
梁
（
北
梁
）
で
屯
田
し
て
お
り

　
ま
し
た
が
、
連
年
の
水
害
で
、
糧
米
も
論
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
手
前
は
山
東
の
生
ま
れ
で
す
の
で
、
毎
年
機
饒
な
の
を
見
て
、
昨
年
正
月
十
八
日
に
、
八
三

　
達
、
王
木
匠
と
共
に
先
に
こ
ち
ら
へ
参
っ
た
の
は
、
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
他
の
者
も
手
前
が
逃
げ
て
い
く
の
を
見
て
、
続
々
と
み
ん
な
参
っ
た
の
で
ご
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
い
ま
す
。
皆
比
直
人
（
北
直
隷
人
2
）
な
ま
り
で
し
ゃ
べ
り
、
外
見
も
改
め
ま
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
機
饒
で
流
亡
し
た
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
鱗
薩
に
よ
る
流
亡
と
い
っ
た
負
の
誘
因
に
対
し
、
正
の
誘
因
と
で
も
書
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
開
墾
・
再
開

発
で
あ
る
。
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督捕則例の成立（谷井）

　
里
方
仲
『
中
国
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
甲
表
七
四
、
清
順
治
・
康
熈
・
雍
正
三
朝
講
人
山
及
田
群
言
に
よ
れ
ば
、
順
治
八
年
の
二

億
九
千
万
畝
あ
ま
り
が
、
十
八
年
に
は
、
五
億
二
千
万
畝
あ
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。
時
は
ま
さ
に
未
曾
有
の
開
墾
・
再
開
発
ブ
ー
ム
に
わ
き
か

え
っ
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
、
逃
人
達
は
、
逃
亡
し
た
と
し
て
も
、
食
う
に
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
傭
工
の
口
が
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
職
方
風
連
司
が
訊
問
し
た
解
熱
倉
の
供
述
。
私
が
逃
げ
て
献
県
の
単
科
営
に
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
の
許
代
化
が
、
許
氏
を
九
千
文
で
売
っ
て
く
れ
ま
し

　
た
。
仲
人
の
南
万
良
が
話
を
つ
け
て
く
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
後
、
私
が
彼
の
家
を
探
し
て
お
り
ま
す
と
、
ば
っ
た
り
と
李
四
に
出
く
わ
し
ま
し
た
。

　
彼
が
言
う
に
は
、
王
研
荘
の
人
が
雇
工
を
求
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
私
は
即
ち
に
そ
こ
へ
行
き
、
高
率
を
保
証
人
に
し
て
、
玉
東
斉
の
部
屋
を
借
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
住
み
始
め
ま
し
た
。

　
こ
の
記
事
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
我
々
は
、
電
蓄
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
着
の
み
着
の
ま
ま
、
身
一
つ
で
逃
げ
て
来
る
よ
う
な
哀
れ
な
姿
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
必
要
は
な
い
。
確
か
に
討
忍
笠
食
し
て
ま
わ
る
よ
う
な
者
も
い
る
が
、
彼
等
は
彼
等
な
り
に
成
算
を
抱
い
て
逃
げ
出
し
た
の
で
あ

る
。
手
持
金
や
牛
馬
を
売
り
払
っ
た
金
で
何
と
か
食
い
つ
な
ぎ
、
繋
累
の
口
を
見
つ
け
て
生
き
の
び
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
時
代
は
圧
倒
的
に
逃
人
に
対
し
て
有
利
で
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

①
　
　
『
清
初
政
治
発
展
論
集
』
一
七
八
頁
。

②
　
『
逃
人
』
1
9
、
図
海
題
逃
人
朱
和
尚
行
劫
殺
人
事
本
。

③
　
『
逃
人
』
2
1
、
図
海
題
李
花
子
隠
匿
逃
人
事
本
。

④
順
治
三
年
四
月
辛
卯
（
十
五
臼
）
。

⑤
周
藤
吉
之
「
清
朝
初
期
に
於
け
る
投
影
と
其
の
起
源
…
一
特
に
投
叛
旗
地
を
中

　
心
と
し
て
一
」
（
『
清
代
東
ア
ジ
ア
史
研
究
』
所
収
）
、
十
四
頁
。

⑥
　
順
治
十
二
年
正
月
丙
午
（
二
十
一
日
）
。

⑦
　
故
宮
博
物
院
明
清
橿
暗
部
編
『
清
代
筆
案
史
料
叢
編
』
第
四
輯
（
中
華
護
局
、

　
一
九
七
九
）
、
「
順
治
年
間
的
圏
地
和
投
充
」
3
4
、
戸
部
尚
書
車
克
題
豊
潤
県
周
元

　
復
土
地
被
他
人
投
充
電
本
。

⑧
　
『
逃
人
』
1
8
、
呉
達
礼
題
王
国
欽
照
隠
逃
人
事
本
。

⑨
　
　
『
逃
人
臨
2
2
、
呉
達
礼
題
隠
匿
拐
販
逃
人
事
本
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
人
身
売

　
買
が
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
、
人
身
売
買
は
国
家
公
認
で
あ

　
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
難
註
④
滋
養
『
満
文
老
棺
』
天
聡
四
年
二
月
六
日
に
、

　
旨
日
ぞ
巴
旨
9
ヨ
。
鼠
昌
鉾
署
δ
。
。
㊤
o
晶
晶
7
8
貯
三
ヨ
き
9
、
冷
川
一
甘
轟

　
　
〉
　
　
　
識
　
　
よ
い
　
勲
隣
県
誌
　
　
赫
　
　
蔓
巻
　
　
噂
預
霞
4
　
醸
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一
8
一
｛
ε
二
①
o
一
2
”
σ
β
ヨ
。
げ
ロ
ユ
踪
ρ

　
　
薙
㊦
畷
4
　
離
　
　
喰
♪
藤
謡
轟
％
。

　
と
あ
り
、
人
身
売
買
も
家
畜
の
売
買
も
満
洲
人
に
と
っ
て
は
、
同
一
に
論
じ
ら
れ

　
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑩
瀬
治
八
年
八
月
桜
月
（
十
六
日
）
。

⑪
順
治
十
一
年
八
月
甲
戌
（
十
七
臼
）
。

⑫
『
逃
人
』
7
、
呉
剛
橘
四
七
思
道
隠
匿
詞
人
井
殴
殺
三
軒
事
本
に
、
逃
人
で
あ

　
る
東
人
の
張
文
康
、
妻
趙
氏
が
「
語
似
東
音
」
で
あ
る
と
い
う
。

⑬
　
例
え
ば
、
『
逃
人
転
1
8
、
呉
達
礼
題
王
国
欽
窩
隠
逃
人
事
本
に
、

　
　
我
（
窩
主
王
国
欽
）
来
京
告
状
後
、
有
我
家
人
来
京
送
盤
纏
。
対
我
説
、
李
石

　
　
家
有
一
婦
人
、
薄
紅
有
三
孔
。
我
就
到
部
首
告
。

　
と
あ
る
。
『
皇
清
奏
議
』
巻
八
、
李
梱
、
安
橘
流
移
疏
に
、

　
　
即
間
有
携
婦
女
逃
巻
。
粧
束
可
改
、
其
婦
女
之
耳
輪
不
可
掩
也
。

　
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
の
為
の
穴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
満
洲
人

　
の
女
性
に
お
け
る
耳
飾
の
風
習
に
つ
い
て
は
、
王
云
英
『
芋
蔓
満
族
服
飾
』
（
遼

　
寧
罠
族
繊
版
社
、
一
九
八
五
）
＝
頁
に
簡
単
な
解
説
が
あ
り
、
満
洲
人
の
女
性
は
、

　
子
供
の
頃
か
ら
耳
に
三
つ
の
穴
を
あ
け
、
三
つ
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
す
る
の
が
習
わ
し

　
で
あ
っ
た
と
の
べ
、
以
上
の
箏
が
確
認
で
き
る
。
満
洲
語
で
は
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
の

　
こ
と
を
ω
9
げ
旨
と
か
碧
。
き
と
か
言
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

　
興
味
深
い
話
が
あ
る
。
満
文
老
麺
研
究
会
訳
註
『
満
文
老
橘
』
V
　
太
宗
2
、
天
聡

　
六
年
十
二
月
二
日
に
、
窯
雪
σ
q
㎝
旦
叶
巴
し
ロ
鉱
一
①
が
雛
じ
た
時
の
記
事
を
の
せ
、
正
妃

　
が
殉
死
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
太
宗
が
ひ
き
と
め
る
下
り
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
h
ε
一
p
　
智
喜
ヨ
ρ
　
鐵
σ
ぎ
。
　
。
・
①
ヨ
⑦
　
窪
。
ロ
冨
。
貯
一
ε
マ
。
鉱
　
σ
一
．

　
　
冷
》
曝
♪
窪
皇
肝
踏
か
詩
　
伴
＾
　
麹
　
　
麟
　
㊦
燐
軌
盆
猷
び
。

　
　
訂
昌
　
。
昏
o
p
　
σ
。
鷺
。
　
四
ヨ
頴
　
σ
q
韓
窪
　
一
二
属
ぎ
㊦
　
器
差
σ
一
審
話
　
ω
①
ヨ
⑦

　
　
§
壽
箆
冷
り
　
し
ロ
ミ
恥
　
欝
跨
　
遷
＞
4
　
齢
9
　
書
ひ
　
滝
①
ゆ
　
伴

　
　
貯
鐵
冤
①
9
　
囲
9
♪
搾
胃
巴
巳
　
帥
瓢
2
ロ
　
。
・
戸
肩
舞
⇔
　
ρ
旨
σ
巳
p
　
旨
費
四
冨
㌧
　
7
㊤
昌

　
　
　
黙
　
　
　
　
盲
①
暁
　
　
域
雲
　
　
瀦
》
暁
　
　
冴
で
・
a
　
着
き
識
。
ミ
§

　
　
冒
誓
2
一
③
ヨ
。
鏡
h
三
9
ヨ
①
鳳
。
コ
σ
Q
σ
q
o
σ
q
①
σ
q
⑦
9
9
一
。
・
o
　
σ
。
　
3
諸
島
母
帥
旨
。

　
　
　
U
群
　
　
　
欝
群
　
　
b
§
鍵
。
9
鵯
　
噌
　
記
田
　
　
噂
　
晦
畑
卿
C

　
　
臣
自
ぞ
魯
。
雷
搾
p
9
冨
b
雪
。
弓
　
ω
昏
ρ
　
甘
ω
o
　
ぴ
Φ
σ
q
o
ω
一
旨
。
h
ε
ぎ
一

　
　
　
黙
　
　
　
竃
①
ヰ
汁
。
　
胡
婆
鞠
づ
浮
。
申
檎
噌
　
源
C
》
　
激
〉
㊦

　
　
α
螢
げ
9
。
鎚
σ
o
p
p
王
冠
σ
β
『
ρ

　
　
灘
魏
　
噌
や
群
山
膿
汁
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
耳
飾
と
い
う
の
が
単
な
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
何
か
特

　
別
な
位
皿
鳳
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
よ
く
は
わ
か

　
ら
な
い
。
御
教
示
を
乞
う
。

⑭
　
順
治
十
年
二
月
辛
酉
（
二
十
四
日
）
。

⑯
順
治
五
年
閏
四
月
丁
寧
（
十
三
日
）
。

⑯
順
治
十
五
年
五
月
庚
戌
（
十
四
日
）
。

⑰
順
治
十
一
年
正
月
戦
野
（
二
十
四
日
）
。

⑱
『
清
代
年
無
史
料
叢
編
』
第
四
輯
、
「
順
治
年
間
的
圏
地
道
投
充
」
2
2
、
戸
都

　
尚
書
鳴
達
洪
題
会
議
投
充
人
丁
土
地
情
形
本
。

⑲
順
治
十
一
年
二
月
智
慮
（
十
二
日
）
。

⑳
『
逃
人
』
8
、
劉
昌
難
題
木
城
関
誘
爆
擬
人
百
余
名
事
本
。

⑳
　
同
室
。

＠
　
　
『
受
人
』
6
、
呉
達
礼
題
高
曇
隠
匿
業
人
纂
本
。
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三
　
逃
人
問
題
の
体
制
化

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
家
人
の
移
動
、
開
墾
・
再
開
発
ブ
ー
ム
に
よ
る
人
手
不
足
は
、
明
ら
か
に
逃
人
に
対
し
て
有
利
に
働
く
要
因
で
あ
っ

た
。
逆
に
言
え
ば
、
満
洲
人
に
と
っ
て
は
、
逃
亡
さ
れ
る
ぽ
か
り
で
、
ほ
と
ん
ど
捕
ま
ら
な
い
と
い
う
苦
々
し
き
状
況
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
且
つ
逃
人
多
き
こ
と
数
万
に
至
る
も
、
獲
う
る
と
こ
ろ
は
什
の
一
に
及
ば
ず
。

と
順
治
帝
が
怒
り
を
表
わ
す
通
り
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
順
治
十
年
十
二
月
癸
未
（
二
十
一
日
）
に
、
逃
人
専
門
の
衙
門
、
兵
部
督
捕
が
設
立
さ
れ
る
。

　
兵
部
督
捕
満
・
漢
侍
郎
各
一
員
を
輝
く
。
司
翠
煙
六
員
を
増
す
。
男
に
公
署
を
設
け
、
緯
逃
・
捕
冠
の
事
務
を
専
諭
す
。

　
そ
れ
で
は
、
兵
部
督
捕
が
設
立
さ
れ
る
迄
は
ど
こ
が
請
け
負
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
番
始
め
は
三
頁
で
引
い
て
お
い
た
史
料
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
兵
部
が
単
独
で
処
理
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
の
段
階
で
は
、
兵
部
↓
刑
部
と
い
う
ラ
イ
ン
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
こ
と
は
、
劉
氏
が
、
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
の
一
七
八
件
の
逃
人
関
係
の
樒
案
か
ら
作
成
さ
れ
た
表
か
ら
も
確
認
し
得
る
。
勿
論
、
無
按

や
兵
部
が
擬
罪
し
て
い
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
撫
按
が
、
題
し
て
講
う
ら
く
は
、
部
に
潔
し
て
審
奏
せ
し
め
ん
こ
と
を
と
の
べ
て
い

た
り
、
兵
部
へ
の
批
紅
で
、
三
法
司
核
議
し
て
具
奏
せ
よ
と
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
兵
部
↓
刑
部
と
い
う
順
序
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
兵
部
督
捕
が
成
立
し
た
後
も
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
兵
部
督
捕
↓
刑
部
と
い
う
順
序
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
二
つ
の
衙
門
が
関
与
し
、
し
か
も
順
番
が
兵
部
・
兵
部
乱
捕
↓
刑
部
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
律
に
そ
う
規
定
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ぼ
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
逃
人
の
具
体
的
な
官
僚
制
内
の
処
理
手
続
を
こ
こ
で
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
『
康
煕
大
清
会
典
』
巻
一
〇
七
兵
部
督
捕
、
逃
牌
に
、
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順
治
十
五
年
諭
す
。
凡
そ
旗
下
の
家
人
逃
走
せ
ぱ
、
本
主
即
ち
に
該
都
統
・
副
都
統
・
佐
領
等
官
に
報
明
す
。
印
結
を
具
し
て
部
に
報
ず
。

と
あ
り
、
又
、
禧
案
史
料
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
臣
が
考
え
ま
す
に
、
逃
櫨
は
兵
部
に
提
出
す
る
の
で
す
か
ら
、
逃
人
問
題
は
兵
部
の
職
掌
で
あ
り
ま
す
。

　
私
の
家
人
の
阿
余
錫
が
達
人
を
つ
れ
て
衙
門
へ
参
り
、
衙
門
の
方
に
報
告
し
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
逃
牌
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
、
（
章
京
に
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
取
り
上
げ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
復
元
す
る
と
、
次
の
様
に
な
ろ
う
。

　
旗
人
－
逃
牌
↓
八
旗
一
逃
樒
↓
兵
部
・
兵
部
督
捕

　
こ
の
よ
う
に
、
逃
人
は
、
八
旗
で
把
握
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
中
央
官
庁
で
は
、
兵
部
・
兵
部
督
捕
で
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
容
疑
者
が
総
藻
さ
れ
る
と
、
先
ず
兵
部
・
兵
部
督
捕
に
送
ら
れ
て
、
提
出
さ
れ
た
逃
棺
に
基
づ
き
、
逃
人
で
あ
る
か
ど
う

か
の
確
認
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
逃
樒
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
臣
（
兵
部
督
捕
左
侍
郎
呉
達
礼
）
等
が
逃
樒
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
母
人
の
張
二
が
、
已
に
三
回
逃
亡
し
て
お
り
ま
す
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
よ
う
に
、
個
人
別
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
、
過
去
の
逃
亡
・
判
決
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
兵
部
・
兵
部
督
捕
の
次
に
刑
部
が
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
改
め
て
言
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
隠

匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
西
人
は
大
里
案
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
刑
部
が
擬
罪
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
兵
部
・
兵
部
督
捕
が
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
基
い
て
刑
部
が
擬
罪
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
こ
で
一
つ
、
「
図
海
題
捉
獲
二
次
逃
人
事
本
」
を
具
体
例
と
し
て
、
郷
人
の
処
理
の
仕
方
を
見
て
み
よ
う
。

　
逃
婦
の
二
姐
は
、
南
営
遊
撃
楊
世
隆
、
捕
総
王
民
標
に
肇
獲
さ
れ
、
兵
部
に
つ
れ
て
こ
ら
れ
る
。
兵
部
で
は
、
事
件
を
兵
部
督
捕
の
職
方
督

捕
司
に
廻
す
。
そ
こ
で
、
副
理
事
官
卜
上
代
、
員
外
郎
李
箋
が
と
り
調
べ
を
行
い
、
逃
棺
の
調
査
に
よ
り
、
二
極
に
逃
走
歴
が
あ
り
、
今
回
で
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二
度
眠
で
あ
る
等
々
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
れ
が
堂
官
に
報
告
さ
れ
て
、
誤
り
の
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
、
堂
官
に
よ
る
謄
写

が
行
な
わ
れ
る
。

　
臣
等
が
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
亡
婦
二
王
が
二
回
逃
走
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
刑
部
に
週
し
て
死
罪
に
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。

こ
れ
が
題
奏
さ
れ
、
三
法
司
核
議
し
て
具
奏
せ
よ
と
の
旨
が
下
り
、
事
件
は
刑
部
へ
と
廻
さ
れ
る
。
刑
部
で
は
広
西
清
理
司
の
理
事
官
朝
可
托
、

署
司
事
員
外
郎
楊
廷
錦
が
訊
問
を
行
う
。

　
逃
婦
二
二
へ
の
訊
問
。
お
前
は
督
捕
衙
門
で
二
回
逃
げ
た
の
は
事
実
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
他
に
何
か
辮
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
。
供
述
。
私
が
二
回
逃

　
げ
た
の
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
堂
窟
に
報
告
さ
れ
、
誤
り
の
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
、
三
法
司
会
同
し
て
の
隠
避
と
な
る
。

　
二
蛆
が
二
回
逃
走
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
新
例
に
照
ら
し
て
、
絞
盤
質
、
秋
後
処
決
と
擬
罪
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
他
は
督
捕
衙
門
の
議
と

　
同
じ
で
あ
り
ま
す
（
余
同
督
捕
議
）
。

あ
と
は
皇
帝
の
判
決
を
待
つ
だ
け
と
な
る
の
だ
が
、
兵
部
督
捕
は
刑
部
に
対
し
て
擬
罪
す
る
、
原
案
作
成
と
い
う
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。

　
こ
れ
は
、
先
程
も
の
べ
た
よ
う
に
、
聖
人
事
件
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
死
罪
が
ら
み
に
な
る
た
め
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
死
刑
の
最
終

判
断
は
皇
帝
が
有
し
、
刑
部
は
あ
く
ま
で
も
原
案
作
成
に
止
ま
る
の
だ
が
、
兵
部
江
島
は
、
更
に
そ
の
原
案
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
逆
に
死
刑
以
外
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
兵
部
督
捕
は
直
接
に
皇
帝
に
題
奏
す
る
の
で
あ
り
、
死
罪
が
ら
み
の
時
も
、
一
応
刑
部
に
廻
し
は
す

る
も
の
の
、
刑
部
と
し
て
も
、
死
罪
以
外
は
評
言
の
議
に
同
じ
と
単
純
に
追
認
す
る
に
止
ま
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
客
人
問
題
を
処
理
す
る
上
級
官
庁
は
、
兵
部
・
兵
部
督
捕
、
刑
部
に
特
定
で
き
た
と
し
て
も
、
実
際
に
逃
人
を
肇
獲
す

る
主
体
は
様
々
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
で
は
、
「
或
い
は
労
人
に
告
諭
せ
ら
れ
、
或
い
は
失
拝
察
議
し
、
r
或
い
は
地
方
官
尋
出
せ
ぼ
…
…
」
と
あ
る
よ
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う
に
、
一
般
人
の
告
発
、
失
認
の
捜
索
、
地
方
官
の
捜
査
の
三
つ
が
予
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
他
に
も
一
般
の
旗
人
が
祭
思
し
た
り
、
野

人
が
自
首
し
て
く
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
家
人
の
逃
亡
は
莫
大
で
あ
る
の
に
、
そ
の
肇
獲
は
極
端
に
困
難
な
の
で
あ
っ
た
。
満
洲

人
や
地
方
官
は
、
自
ら
の
利
害
に
か
か
わ
る
か
ら
、
精
力
的
に
翠
獲
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
こ
れ
で
は
あ
く
ま
で
も
点
の
捜
査
で
あ
っ
て

限
界
が
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
満
洲
人
や
官
僚
組
織
だ
け
で
は
な
い
面
の
捜
査
を
可
能
に
す
る
も
の
、
い
わ
ば
国
家
体
制
と
し
て
の
捜
査
を
可
能
に
す
る
も
の

を
動
員
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
保
甲
法
で
あ
る
。

　
保
甲
法
が
、
清
初
の
成
立
当
初
か
ら
し
て
、
町
人
対
策
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
の
は
、
既
に
挙
げ
た
史
料
（
三
頁
）
よ
り
し
て
明
ら
か
で

あ
る
。
事
実
、
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
に
お
い
て
も
、

　
或
い
は
勢
人
に
告
首
せ
ら
れ
、
或
い
は
失
主
察
撮
し
、
或
い
は
地
方
官
察
出
せ
ぱ
、
隠
匿
の
主
及
び
郷
佑
の
九
家
、
百
家
長
を
も
っ
て
尽
く
捉
肇
を
行
う
。

と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
逃
人
濫
獲
の
主
体
は
、
①
自
ら
直
接
的
利
害
を
有
す
る
満
洲
人
、
②
種
々
の
逃
人
法
に
よ
り
間
接
的
に
利
害
を
有
す
る

官
僚
組
織
、
③
保
養
制
に
よ
る
一
般
人
の
三
つ
に
大
別
で
き
、
清
朝
は
構
成
メ
ン
バ
ー
の
全
て
を
二
人
問
題
に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

逃
人
問
題
を
体
制
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
法
制
上
の
体
制
化
で
し
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
逃
人
問
題
を
実
際
に
解
決
す
る
上
で
の
限
界
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
第
一
章
の
最
後
で
の
べ
た
問
題
、
法
の
制
定
と
逃
人
問
題
の
解
決
は
あ
く
ま
で
も
別
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
こ
こ
で
も
再
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
以
下
具
体
例
で
確
認
し
て
い
く
と
、
ま
ず
、
厳
刑
の
対
象
と
な
る
と
、
告
発
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

　
窩
主
李
二
善
友
の
供
述
。
我
々
が
住
ん
で
お
り
ま
す
処
に
は
、
萢
家
鼠
は
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
は
放
棄
さ
れ
、
一
つ
は
人
が
住
ん
で
お
り
ま
す
。
逃
人
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⑦

　
の
張
大
等
は
、
放
棄
さ
れ
た
鞄
家
荘
の
私
が
も
と
住
ん
で
い
た
空
屋
に
儀
ん
で
お
り
、
私
は
二
度
ば
か
り
追
っ
払
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
よ
う
に
、
か
か
わ
り
を
避
け
る
た
め
に
追
い
払
う
と
か
、

　
趙
惟
教
の
供
述
。
順
治
七
年
六
月
に
、
私
の
女
婿
の
張
二
が
、
逃
人
の
董
三
・
毒
薬
を
我
が
家
に
つ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
郷
約
の
由
順
道
が
私
に
言
う
に
は
、

　
こ
の
三
人
は
満
洲
の
逃
人
な
の
に
、
あ
ん
た
は
何
で
家
に
隠
ま
っ
て
い
る
ん
だ
と
の
こ
と
で
す
。
や
つ
が
こ
の
よ
う
に
ゆ
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
私
は
や
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
か
い
な
こ
と
に
な
る
の
を
拍
れ
て
、
銭
十
吊
を
与
え
ま
し
た
。

と
い
う
よ
う
に
も
み
消
し
て
し
ま
い
、
問
題
が
官
僚
制
の
中
に
取
り
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
又
、
保
甲
制
は
、
次
の
よ
う
な
致
命
的
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
。

　
告
発
者
の
秀
才
王
湛
の
供
述
。
乞
弓
の
張
守
玉
は
も
と
よ
り
貧
民
で
、
牌
甲
に
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
無
人
の
廟
に
住
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
隣
家
、
十
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
戸
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
や
つ
が
逃
人
を
妻
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
村
中
後
臼
の
連
累
を
恐
れ
、
そ
こ
で
私
が
告
発
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
場
合
は
偶
々
告
発
さ
れ
た
も
の
の
、
逃
人
も
窩
主
も
い
る
の
に
、
保
仁
心
の
網
鼠
か
ら
漏
れ
て
い
る
が
故
に
、
誰
に
も
責
任
が
か
か
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
と
い
う
事
態
が
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
一
般
の
民
に
お
い
て
、
基
本
的
に
逃
人
は
利
害
の
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
も
し
く
は
、
お
上
と
係
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

点
で
や
っ
か
い
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
好
き
好
ん
で
危
な
い
橋
を
わ
ざ
わ
ざ
渡
ろ
う
か
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
く
る
と
、
法
的
に
は
全
構
成
員
に
係
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
満
洲
人
だ
け
が
積
極
的
に
解
決
せ
ん
と

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
そ
の
満
洲
人
で
す
ら
、
間
々
逃
牌
を
出
し
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逃
人
の
一
割
も
つ
か
ま
ら
な
い
と

い
う
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
聖
心
率
が
極
端
に
低
い
と
し
て
も
、
道
人
自
体
が
万
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
も
、
肇
獲
さ
れ
て
、
富
僚
制

の
中
で
処
置
さ
れ
る
件
数
は
、
か
な
り
の
数
に
上
る
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
招
来
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
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督
捕
衙
門
に
諭
す
。
向
来
定
む
る
と
こ
ろ
の
隠
匿
逃
人
の
法
は
、
窩
逃
の
人
を
も
っ
て
軍
人
の
本
主
に
給
発
し
て
奴
と
な
す
。
意
わ
ざ
り
き
、
遂
に
姦
徒
機

　
に
乗
じ
て
詐
害
し
、
弊
端
百
出
す
る
を
。
後
悔
議
を
経
て
、
隠
逃
の
窩
主
を
絞
果
決
に
擬
す
る
に
、
逃
一
人
ご
と
に
、
蝋
ち
一
塁
逃
潜
を
重
藤
に
置
く
。
年

　
来
、
秋
決
の
重
犯
は
、
半
ば
窩
逃
に
属
す
。
人
命
は
至
重
。
誰
か
朕
の
赤
子
に
非
ざ
ら
ん
や
。
心
に
お
い
て
忍
び
ず
。

と
い
う
よ
う
に
、
秋
決
の
重
犯
の
半
分
が
逃
人
が
ら
み
と
い
う
事
態
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
上
論
は
、
順
治
十
四
年
二
月
十
三
臼
（
丙
戌
）
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
ど
の
位
の
死
刑
囚
が
い
た
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、

前
年
十
三
年
に
は
、
や
や
特
殊
な
事
態
で
は
あ
る
が
、

　
刑
部
に
論
ず
。
電
炉
（
十
二
年
）
暫
ら
く
秋
決
を
停
む
。
今
年
の
朝
審
の
ま
さ
に
決
す
べ
き
人
犯
は
甚
だ
背
く
、
共
に
百
有
余
案
あ
り
。
法
を
按
ず
る
に
、
倶

　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
に
重
辟
に
当
た
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
百
件
以
上
も
大
僻
案
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
く
ら
清
朝
が
強
権
的
、
高
圧
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
現
実
に
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
直
後
に
出
さ
れ

た
皇
貴
妃
冊
封
の
恩
赦
で
は
、

　
今
歳
の
朝
野
の
候
決
の
重
犯
は
、
一
百
三
四
十
人
に
至
る
。
罹
僻
す
る
を
知
る
な
く
、
独
り
生
成
よ
り
与
る
る
は
、
殊
に
欄
落
す
べ
し
。
そ
の
在
京
朝
号
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
⑫

　
る
見
在
候
決
の
囚
犯
は
、
倶
に
減
等
し
て
発
落
す
る
を
与
す
。

と
減
刑
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
清
朝
は
、
逃
人
問
題
を
処
理
す
る
際
の
官
僚
制
内
の
基
準
で
あ
る
逃
人
法
を
更
足
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
折
し
も
逃
人
法
の
弊
害
は
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
満
洲
家
人
影
党
を
私
結
し
、
逃
人
を
隠
匿
す
と
指
称
し
、
民
間
の
財
物
を
索
識
す
る
黙
思
だ
衆
し
。

こ
の
よ
う
に
刑
部
は
報
告
す
る
。
漁
人
法
が
官
僚
制
内
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
た
ゆ
す
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
順
治
帝
と
し
て
も
、
最
早
満
洲
人
可
愛
さ
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
て
く
る
。
八
専
に
猛
省
を
促
す
上
諭
を
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⑭

出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
八
旗
各
雑
株
に
諭
す
。
朕
念
う
に
、
満
洲
官
民
人
等
攻
戦
に
勤
労
、
大
業
を
佐
成
す
。
そ
の
家
中
役
使
の
人
は
、
皆
餓
辛
よ
り
獲
え
、
こ
れ
に
五
倫
を
加
う

　
れ
ば
、
誼
と
し
て
去
る
べ
き
な
し
。
乃
る
に
門
訴
年
間
、
或
い
は
親
戚
を
恋
い
、
或
い
は
誘
引
せ
ら
れ
、
背
逃
す
る
こ
と
甚
だ
書
く
、
隠
匿
は
滋
多
な
り
。

　
故
に
特
に
厳
法
を
立
て
て
懲
を
示
す
。
言
逃
の
正
犯
は
、
例
に
照
ら
し
て
絞
に
擬
し
、
家
産
は
尽
く
籍
没
を
行
う
。
鄭
佑
は
流
徒
し
、
有
司
以
上
の
各
官
は

　
分
別
し
て
処
分
す
。
㎝
人
の
逃
匿
を
も
っ
て
数
家
を
株
撮
し
、
無
知
の
奴
僕
を
も
っ
て
累
は
職
官
に
及
ぶ
。
立
法
か
く
の
如
く
そ
の
聖
な
る
は
、
皆
爾
等
数

　
十
年
の
労
苦
を
念
い
、
万
に
巳
む
を
得
ず
し
て
設
く
。
朕
の
本
懐
に
非
る
な
り
。

一
人
を
官
僚
制
内
に
取
り
込
ん
で
、
そ
こ
で
処
置
す
る
以
上
、
逃
人
の
社
会
的
抑
止
は
、
官
僚
制
内
処
置
の
厳
し
さ
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

反
射
的
に
抑
止
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
順
治
帝
の
本
懐
で
は
な
か
っ
た
。

　
爾
等
も
亦
ま
さ
に
思
う
べ
し
、
家
人
何
を
も
っ
て
軽
熟
す
る
や
。
必
ず
因
な
き
に
は
非
ず
。
果
し
て
能
く
平
日
そ
の
衣
食
を
周
く
し
、
そ
の
労
苦
を
節
し
、

　
情
に
任
せ
て
困
愛
す
る
な
く
、
汗
血
も
て
書
誌
す
る
な
く
ん
ば
、
彼
ま
さ
に
恩
に
感
じ
て
効
力
せ
ん
。
あ
に
逃
を
思
う
の
理
あ
ら
ん
や
。
爾
能
く
彼
の
身
を

　
挙
る
れ
ば
、
彼
自
ず
か
ら
能
く
爾
の
心
を
体
せ
ん
。
も
し
専
ら
厳
法
の
禁
止
を
侍
み
て
、
全
く
体
撫
せ
ず
ん
ば
、
煮
繭
は
働
り
て
等
し
。
何
の
益
か
こ
れ
あ

　
ら
ん
。

逃
人
闇
題
を
真
に
解
決
す
る
の
は
、
宮
僚
制
内
の
論
理
H
法
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
社
会
的
関
係
で
あ
る
。

　
朕
は
万
国
の
主
た
り
。
こ
の
犯
法
の
諸
人
を
念
う
に
、
釣
れ
か
畜
生
の
君
民
に
非
ざ
ら
ん
、
謙
れ
か
朝
廷
の
赤
子
に
非
ざ
ら
ん
。
も
し
刑
罰
日
々
繁
く
、
戸

　
口
日
々
減
ず
れ
ば
、
爾
の
心
慰
何
ぞ
能
く
自
ら
安
か
ら
ん
や
。
今
後
務
め
て
各
々
朕
が
意
を
仰
体
し
、
覚
悟
省
寵
し
、
奴
僕
を
し
て
充
盈
せ
し
め
よ
。
富
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い

　
を
安
享
す
る
こ
と
、
あ
に
休
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
兵
部
即
ち
に
伝
知
を
行
え
。

結
局
、
逃
人
問
題
は
、
官
僚
制
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
以
前
の
段
階
、
社
会
の
段
階
で
解
決
せ
よ
と
い
う
の
が
順
治
帝
の
考
え
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
暗
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
満
洲
人
に
よ
る
家
人
の
酷
使
・
虐
待
と
い
っ
た
状
況
は
、
順
治
帝
が
の
べ
る
よ
う
に
覚
悟
省

改
す
れ
ば
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
も
っ
と
構
造
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
工
科
繊
ω
一
心
重
げ
巴
鴛
（
員
外
郎
）
散
都
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は
の
べ
る
。

　
八
寸
満
洲
の
兵
民
、
旧
年
以
来
、
聾
ね
て
水
口
臼
災
に
遭
い
、
屡
々
征
調
の
苦
あ
り
て
、
窮
困
已
に
極
ま
る
。
衣
服
・
器
□
は
典
旧
し
て
尽
く
空
し
く
、
僅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
か
に
能
く
口
に
糊
す
。
又
、
東
那
西
借
、
売
奴
魁
節
し
て
も
っ
て
馬
匹
を
買
署
し
、
軍
器
を
修
造
す
る
の
資
に
供
す
。
且
つ
半
弓
分
か
つ
と
こ
ろ
の
田
地
は
、

　
幸
い
に
も
豊
年
に
遇
わ
ば
、
加
う
る
に
按
季
支
古
せ
る
銀
米
を
も
っ
て
、
稽
自
給
す
る
に
奪
う
。
今
連
年
頻
り
に
採
算
を
経
、
称
貸
す
る
も
な
お
償
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
無
し
。
衣
食
の
需
、
復
た
何
ぞ
出
ず
る
所
あ
ら
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
八
旗
の
困
窮
問
題
の
中
に
置
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
逃
人
問
題
と
は
、
当
時
の
社
会
状
況
の
中
で
、
何
如
な
る
国
家
体
制

を
選
択
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
は
、
矢
つ
ぎ
早
に
詩
人
法
を
発
布
し
、
官
僚
制
の
処
理
基
準
を
精
密
に

彫
琢
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠
押
狽
治
十
・
一
年
六
月
甲
子
（
山
滞
日
）
。

は
じ
め
に
、
註
④
参
照
。

『
逃
人
騒
2
、
許
俘
梅
題
為
逃
訳
詞
事
不
必
男
盛
職
酒
事
本
。

『
逃
人
臨
2
0
、
呉
達
礼
題
捉
獲
三
次
哲
人
纂
本
。

『
逃
人
』
1
5
、
呉
達
礼
題
捉
獲
三
次
逃
人
事
本
。

『
逃
人
』
2
8
。

『
逃
人
』
1
7
、
呉
達
礼
題
李
二
善
隠
匿
逃
人
事
本
。

『
逃
人
』
7
、
呉
剛
播
題
由
思
道
隠
匿
逃
人
井
殴
身
死
窺
本
。

『
逃
人
』
9
、
呉
達
礼
題
張
守
玉
隠
匿
逃
婦
事
本
。

⑩
　
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
康
煕
十
五
年
『
兵
部
酒
量
則
例
』
に
の
せ
る
逃

　
人
逃
走
在
空
地
蓋
房
居
住
例
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
順
治
十
三
年
十
月
戊
戌
（
二
十
三
日
）
。

⑫
碩
治
十
三
年
十
二
月
己
卯
（
六
日
）
。

⑬
順
治
十
三
年
六
月
庚
辰
（
三
臼
）
。

⑭
順
治
十
三
年
六
月
己
丑
（
十
二
日
）
。

⑮
　
『
明
清
楢
案
』
A
1
7
1
2
9
、
工
科
愛
惜
鋼
庫
恰
好
散
都
掲
紙
誌
饗
祀
清
兵
餉
憧

　
窮
丁
斉
刑
罰
。
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督捕則例の成立（谷井）

　
満
洲
人
が
、
逃
人
闇
題
の
解
決
に
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
示
し
て
い
た
の
は
、
既
に
何
度
も
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
被
支
配
者

た
る
漢
人
は
、
た
と
え
そ
れ
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
程
度
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
少
く
と
も
、
全
面
的
に
逃
人

問
題
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
漢
人
達
は
、
そ
れ
を
一
旦
容
認
し
た
上
で
、
如
何
な
る
地
点
か
ら
反
撃
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
法
の
平
に
非
ず
、
二
人
法
は
、
罪
情
に
対
し
て
刑
が
重
き
に
失
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
漢
人
達
は
、
執
拗
に
こ
の
点
を

貴
め
た
の
で
あ
る
。

　
兵
部
督
捕
右
侍
郎
臣
魏
瑞
、
毒
し
ん
で
奏
す
る
は
、
籍
没
は
聖
覇
の
令
典
に
非
ず
、
逃
窩
に
は
ま
さ
に
定
む
べ
き
の
罪
名
あ
り
、
祈
る
ら
く
は
経
久
の
法
を

　
立
て
、
も
っ
て
遵
守
に
便
な
ら
し
め
ん
が
事
の
た
め
に
す
。
…
…
窃
か
に
思
う
に
、
籍
没
は
良
法
に
非
ざ
る
な
り
。
嘗
て
律
例
を
按
ず
る
に
、
籍
没
は
止
だ

　
も
っ
て
叛
逆
に
処
す
る
の
み
。
強
盗
は
已
に
預
か
ら
ざ
る
に
、
い
ず
く
ん
ぞ
独
り
逃
避
の
一
罪
の
み
例
と
し
て
寛
に
籍
没
し
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
数
年
、
い

　
ま
だ
改
め
ざ
る
や
。
あ
に
窃
逃
の
罪
証
に
強
盗
よ
り
重
か
ら
ん
や
。
即
ち
、
窩
盗
の
律
は
、
情
を
知
り
て
購
を
分
か
つ
者
は
盗
と
同
罪
に
し
て
止
む
。
そ
の

　
惰
を
知
ら
ざ
る
と
情
を
知
り
て
繊
を
分
か
た
ざ
る
者
は
、
働
り
て
軽
重
等
あ
り
。
乃
る
に
、
初
犯
・
再
犯
の
島
人
は
罪
鞭
一
調
な
る
も
、
窩
主
は
則
ち
籍
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
を
行
う
。
何
ぞ
逃
者
反
っ
て
軽
く
、
窩
者
反
っ
て
重
き
や
。
法
の
平
に
非
ざ
る
な
り
。

　
こ
の
耳
聞
衙
門
内
部
か
ら
の
批
判
は
、
不
満
の
口
火
を
き
っ
た
も
同
然
で
あ
っ
た
。
答
十
か
ら
凌
遅
処
死
に
至
る
刑
罰
の
絶
対
的
目
盛
り
と

の
比
較
を
根
拠
に
し
た
批
判
が
、
続
々
と
漢
人
の
間
か
ら
噴
き
出
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
直
属
右
給
事
中
軸
槙
奏
言
す
。
窩
逃
は
既
に
議
し
て
、
盛
京
に
発
し
て
屯
癒
せ
し
む
。
も
し
復
た
田
産
を
も
っ
て
命
懸
せ
ば
、
こ
れ
量
り
て
籍
没
を
行
う
な

　
り
。
請
う
ら
く
は
、
充
軍
の
例
に
照
ら
し
て
、
止
だ
本
身
夫
婦
の
み
を
発
し
、
そ
の
籐
の
家
口
・
田
産
は
、
倶
に
追
論
ず
る
を
免
ぜ
ん
こ
と
を
。
窩
主
に
至

　
り
て
は
、
既
に
遣
す
れ
ば
、
又
議
し
て
、
亡
霊
・
保
甲
・
県
官
を
し
て
銀
四
十
両
を
串
だ
し
、
逃
人
の
主
に
給
与
せ
し
め
ん
と
す
。
隠
る
ら
く
は
、
こ
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
一
た
び
開
か
ば
、
貧
得
者
の
心
を
啓
き
、
因
り
て
事
を
生
じ
人
を
害
わ
ん
。
深
く
い
ま
だ
便
な
ら
ざ
る
に
属
す
。

　
こ
の
よ
う
な
漢
人
の
批
判
に
対
し
て
は
、
至
忠
の
処
分
を
始
め
と
し
て
、
断
固
た
る
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
寛
に
順
治
帝
と
し
て
も
、
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そ
の
批
判
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
諸
王
・
大
臣
隠
匿
懸
人
例
を
議
覆
し
、
奏
入
る
。
旨
を
得
た
り
。
王
等
議
す
る
に
、
土
人
を
隠
匿
す
る
の
家
は
、
逃
主
に
給
与
し
て
奴
と
な
す
と
あ
り
。
朕

　
思
う
に
、
も
し
姦
悪
の
徒
あ
ら
ば
、
財
を
図
り
て
局
を
設
け
、
も
っ
て
無
事
を
害
う
。
従
前
正
法
の
小
羽
子
等
の
如
き
は
、
亦
測
る
べ
か
ら
ず
。
宜
し
く
詳

　
慎
に
定
議
す
べ
し
。
そ
の
地
方
・
両
隣
・
解
環
流
徒
の
例
は
、
一
罪
犯
に
よ
り
て
衆
人
を
牽
連
し
、
家
を
蕩
し
産
を
廃
し
、
他
方
に
遠
野
す
。
疑
心
に
忍
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ず
。
且
つ
議
す
る
と
こ
ろ
の
大
小
官
員
等
の
罪
も
、
亦
太
だ
過
な
る
に
属
す
。
著
す
る
に
、
一
当
に
男
議
具
奏
せ
よ
。

　
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
罪
に
比
べ
て
刑
が
重
き
に
失
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
何
も
婦
人
法
だ
け
に
限
っ
た
話
で
は
な
か
っ

た
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
満
・
漢
の
法
文
化
の
違
い
に
で
も
帰
せ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
満
洲
人
は
重
め
に
、
漢
人
は
軽
め
に
刑

を
蜜
て
る
。
確
か
に
当
時
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
存
在
し
た
。

　
吏
部
に
諭
す
。
朕
、
法
司
の
覆
奏
せ
る
本
章
を
覧
る
ご
と
に
、
三
鼎
華
往
往
に
し
て
侶
え
て
腹
下
を
な
す
。
も
し
事
満
洲
に
係
ら
ば
、
則
ち
満
議
に
同
じ
く

　
重
律
に
附
会
す
。
事
漢
人
に
渉
ら
ば
、
則
ち
多
く
両
議
を
出
だ
し
、
寛
条
を
曲
引
す
。
果
た
し
て
公
忠
国
の
為
に
す
る
に
係
ら
ば
、
あ
に
肯
え
て
か
く
の
如

　
き
な
ら
ん
や
。
襲
鼎
華
は
、
恩
を
蒙
り
て
総
連
に
擢
任
せ
ら
る
。
忠
を
尽
く
し
て
図
報
ず
る
を
思
わ
ず
、
乃
ち
偏
執
し
て
恩
を
似
る
は
、
こ
れ
何
の
意
見
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
著
し
て
明
白
に
回
奏
せ
し
む
。
爾
部
即
ち
に
伝
諭
を
行
え
。

　
都
察
院
繊
塵
御
史
聾
蕃
書
の
不
公
平
さ
を
批
判
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
記
事
か
ら
間
接
的
に
窺
わ
れ
る
満
洲
人
は
重
律
を
、
漢
人
は
寛
条
を

引
く
傾
向
と
い
う
の
は
、
順
治
時
代
の
法
実
務
の
場
で
、
往
々
に
し
て
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
成
程
、
こ
の
記
事
を
見
る
限
り
で
は
、

襲
鼎
藥
と
い
う
男
は
、
不
公
平
な
男
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
の
行
い
を
、
当
時
の
法
律
論
議
の
中
に
置
く
な
ら
ば
、
必
ず
し

も
極
端
に
ず
れ
た
も
の
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
こ
で
一
つ
具
体
的
に
、
逃
人
問
題
で
、
満
洲
人
が
重
く
、
漢
人
が
軽
く
擬
罪
し
て
い
る
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
刑
部
左
侍
郎
呉
耳
掻
、
右
侍
郎
阿
半
里
、
右
侍
郎
色
冷
、
啓
心
郎
対
塁
納
、
理
事
官
薩
木
彩
の
意
見
。
督
捕
衙
門
の
方
で
麗
人
の
こ
と
は
処
置
し
た
の
は
除

　
き
、
木
城
関
が
満
洲
の
家
人
百
人
余
り
を
誘
惑
し
、
民
家
に
別
々
に
住
ま
わ
せ
匿
ま
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
木
城
関
の
犯
行
は
重
大
で
あ
り
、
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督捕合財の成立（谷井）

　
当
然
死
刑
と
な
り
ま
す
。
恩
赦
の
条
項
に
も
、
真
正
死
罪
は
赦
さ
な
い
と
あ
り
ま
す
れ
ば
、
木
城
関
が
満
洲
の
家
人
を
誘
惑
し
た
の
は
、
立
斬
相
当
で
あ
り

　
ま
し
ょ
う
。
王
茂
は
満
洲
家
人
を
誘
惑
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
木
城
関
が
逃
人
二
十
人
ば
か
り
を
つ
れ
て
き
た
た
め
に
匿
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
り
あ

　
え
ず
は
、
恩
赦
の
逃
人
を
匿
ま
う
は
免
罪
の
条
項
に
遵
い
、
王
茂
は
条
項
通
り
免
罪
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

以
上
の
満
洲
人
の
議
に
続
き
、
漢
人
の
議
と
な
る
。

　
刑
部
尚
書
任
凌
、
右
侍
郎
林
徳
馨
、
年
中
孟
母
芝
の
別
意
見
。
木
城
関
・
王
畿
・
唐
起
等
七
道
は
逃
人
を
匿
ま
い
ま
し
た
。
唐
起
等
五
人
に
つ
い
て
は
、
督

　
捕
衙
門
で
已
に
旧
例
に
鑑
み
て
暴
徒
に
擬
罪
し
て
お
り
ま
す
。
木
城
関
が
工
人
百
余
煙
を
誘
惑
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
新
例
の
施
行
以
前
で
は
あ
り
ま
す
が
、

　
犯
罪
極
め
て
璽
里
な
れ
ぼ
、
新
例
を
引
い
て
死
罪
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
王
茂
は
、
木
城
関
が
舎
人
二
十
人
余
り
を
連
れ
て
き
た
た
め
匿
ま
っ
た
の
で
あ

　
り
、
誘
惑
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旧
例
に
鑑
み
、
流
徒
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
恩
赦
に
遵
う
と
、
満
洲
の
怪
人
を
匿
ま
う
の
が
恩
赦
施

　
行
前
で
あ
り
、
現
在
審
理
中
の
も
の
は
、
全
て
赦
免
せ
よ
と
あ
り
ま
す
。
木
城
関
・
王
茂
は
、
施
行
前
、
審
理
中
に
当
た
り
ま
す
か
ら
、
全
て
恩
赦
通
り
免

　
罪
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

結
局
こ
れ
は
、
満
洲
人
の
意
見
が
採
用
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
満
洲
人
は
重
め
に
、
漢
人
は
軽
め
に
擬
罪
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
窺
え
よ
う
。

　
そ
の
た
め
、
漢
人
側
と
し
て
は
、
満
洲
人
の
法
運
用
が
重
す
ぎ
る
こ
と
、
律
通
り
に
擬
せ
よ
等
々
色
々
な
側
面
か
ら
攻
撃
を
加
え
る
の
で
あ

る
。
こ
の
批
判
は
、
常
に
各
論
と
し
て
出
て
く
る
の
で
、
次
の
一
例
を
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。

　
刑
部
尚
書
劉
鹸
祐
の
条
陳
せ
る
六
事
。
一
、
斬
・
絞
の
罪
犯
は
、
ま
さ
に
律
に
照
ら
し
て
分
別
す
べ
し
。
よ
ろ
し
く
一
概
に
斬
に
論
ず
べ
か
ら
ず
。
一
、
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く

　
徒
の
人
犯
は
、
逃
人
を
隠
鷹
せ
る
は
ま
さ
に
部
に
解
る
べ
き
を
除
く
の
外
、
そ
の
絵
の
律
文
に
、
も
と
よ
り
部
に
解
る
の
直
様
な
し
。
ま
さ
に
改
正
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
一
、
誤
り
て
人
命
を
傷
つ
く
る
は
、
も
と
よ
り
本
律
あ
り
。
ま
さ
に
人
に
嘉
し
て
、
も
っ
て
法
を
倣
ぐ
る
の
端
を
開
く
べ
か
ら
ず
。
一
、
強
盗
は
正
法
す
る

　
の
外
、
律
に
籍
没
の
字
様
な
し
。
ま
さ
に
籍
没
を
免
ず
べ
し
。
　
、
為
人
を
隠
匿
せ
ば
、
窩
主
は
流
管
す
。
審
明
せ
ば
、
ま
さ
に
即
ち
に
陸
続
と
押
発
す
べ

　
し
。
よ
ろ
し
く
多
起
を
積
む
を
堕
ち
、
久
し
く
獄
底
に
禁
ず
べ
か
ら
ず
。
又
、
も
し
隠
匿
の
家
、
父
子
の
至
情
に
係
ら
ば
、
聖
恩
を
乞
い
、
量
り
て
分
別
す

　
　
　
ゆ
る

　
る
を
与
す
。
一
、
真
正
の
旗
下
の
旧
人
は
、
事
を
犯
さ
ぼ
、
監
禁
す
る
を
許
さ
ざ
る
を
除
き
、
も
し
聖
堂
人
の
事
を
犯
す
に
係
ら
ぼ
、
よ
り
て
ま
さ
に
一
体

　
　
　
　
　
　
⑥

　
に
究
治
す
べ
し
。
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こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
漢
人
の
狙
い
は
、
律
の
遵
守
、
犯
罪
の
構
成
要
件
の
細
分
化
の
二
点
に
よ
っ
て
、
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
し
て
逃
人
法
も
、
当
然
こ
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
逆
に
言
え
ば
、
満
洲
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
か
な
り
無
頓
着
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
求
め
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
逃
人
問

題
の
実
質
的
、
社
会
内
解
決
で
あ
っ
て
、
官
僚
制
内
解
決
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
兵
部
督
捕
の
見
解
。
…
…
木
鉢
額
は
逃
走
し
、
順
義
県
で
舞
獲
さ
れ
て
送
ら
れ
て
き
た
の
に
、
そ
の
時
、
三
家
の
阿
余
韻
は
、
こ
い
つ
は
善
人
で
は
ご
ざ
い

　
ま
せ
ん
と
言
っ
て
、
村
へ
帰
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
勝
手
に
収
養
し
て
、
結
局
部
の
方
に
送
ら
ず
、
個
人
的
に
犯
人
を
恕
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
阿
鼻
錫
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
刑
部
に
引
き
渡
し
て
処
分
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
も
っ
と
も
、
現
実
に
と
ら
れ
た
方
策
は
、
乱
人
法
の
遵
守
整
備
、
つ
ま
り
、
犯
罪
の
構
成
要
件
を
細
分
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刑
の
軽
減
を

は
か
る
と
い
っ
た
方
向
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ
う
で
も
し
な
い
と
困
る
事
態
が
存
在
し
た
。
死
刑
囚
が
膨
大
な
数
に
上
る
と
い
う
の
は
、
そ
の

一
例
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
若
人
問
題
が
官
僚
制
に
と
り
こ
ま
れ
た
後
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
法
の
整
備
自
体
は
、

逃
人
問
題
の
発
生
す
る
社
会
的
要
因
と
は
と
り
あ
え
ず
無
縁
、
も
し
く
は
、
二
次
的
な
影
響
し
か
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
に
法
律
論
議
が
活
発
化
す
る
中
で
、
清
律
の
校
訂
問
題
が
日
程
に
上
っ
て
く
る
。
順
治
十
五
年
五
月
辛
亥
（
十
五
日
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
九
卿
・
鱈
事
・
科
・
道
、
刑
部
の
条
奏
せ
る
四
款
を
会
議
す
。
一
、
請
う
ら
く
は
、
大
臣
に
蓮
委
し
て
、
大
黒
律
例
を
も
っ
て
校
訂
成
書
し
、
御
覧
に
進
呈

　
し
て
親
裁
し
、
頒
行
遵
守
せ
ん
。
…
…
こ
れ
に
従
う
。

　
次
い
で
、
同
年
十
二
月
己
巳
（
七
日
）
に
、
大
学
士
の
巴
恰
納
、
金
之
俊
、
衛
周
酢
、
李
露
、
尚
書
の
宮
漏
昆
・
孫
廷
鐙
（
建
部
）
、
王
冠
酢

（
戸
部
）
、
図
海
（
刑
部
）
、
左
都
御
史
能
図
が
、
校
訂
に
当
た
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
点
で
、
清
律
の
校
訂
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
直
答
九
年
『
大
綬
律
集
解
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

例
』
に
の
せ
る
刑
部
尚
書
対
盲
動
疏
（
康
熈
九
年
十
二
月
十
二
日
夕
奏
）
が
答
え
て
く
れ
る
。
以
下
、
こ
の
疏
を
読
み
下
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
を
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追
っ
て
み
よ
う
。

　
刑
部
等
衙
門
、
題
す
る
は
、
旨
を
請
わ
ん
が
こ
と
の
た
め
に
す
。
刑
部
の
寵
せ
る
前
事
内
に
開
す
ら
く
、
律
内
の
い
ま
だ
訳
せ
ざ
る
小
字
は
、
す
で
に
訳
し

　
完
り
ぬ
。
た
だ
閲
す
る
に
、
大
字
内
に
満
字
の
漢
字
に
案
せ
ざ
る
者
あ
り
。
亦
、
漢
字
に
い
ま
だ
満
字
に
訳
せ
ざ
る
者
あ
り
。
査
す
る
に
、
順
治
三
年
、
内

　
院
校
定
し
て
臣
部
に
訳
発
す
る
に
係
る
。
そ
の
幽
せ
ざ
る
、
及
び
い
ま
だ
訳
せ
ざ
る
の
処
は
、
阪
等
即
ち
に
改
正
を
な
す
に
便
な
ら
ず
。
況
ん
や
斑
文
は
、

　
　
　
代
の
大
典
の
関
す
る
と
こ
ろ
。
ま
さ
に
勿
り
て
請
う
べ
き
は
、
内
院
に
癒
し
て
、
満
・
漢
文
義
の
忽
せ
ず
、
及
び
い
ま
だ
訳
せ
ざ
る
の
処
を
も
っ
て
校
定

　
画
一
せ
ん
こ
と
を
。
臣
部
に
交
発
せ
る
の
臼
、
刊
刻
遵
行
し
て
可
な
り
等
国
議
覚
せ
り
。

順
治
三
年
、
漢
文
律
が
作
ら
れ
た
時
に
、
内
三
三
は
そ
れ
を
訳
し
て
満
文
律
を
作
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
は
、
律
本
文
の
割
註
1
1
小
鷺
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
十
二
年
十
二
月
翌
翌
（
十
五
日
）
に
頒
行
さ
れ
た
満
文
律
で
は
、
受
註
ま
で
訳
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
満
文
律
は
、
内
三
野
訳
の
三
年
半
満
文
律
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
律
本
文
で
の
訳
の
不
備
が
残
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
校

定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
旨
が
下
り
、
刑
部
で
の
校
定
が
命
じ
ら
れ
る
。

　
管
理
部
随
ち
に
、
満
・
漠
字
義
の
符
せ
ず
、
及
び
い
ま
だ
訳
せ
ざ
る
の
処
を
も
っ
て
逐
一
翻
訳
し
、
校
定
刊
刻
し
て
已
に
重
り
ぬ
。
た
だ
細
査
す
る
に
、
漢

　
律
内
に
、
或
い
は
註
解
参
差
し
、
字
句
靴
墨
し
、
遺
落
す
る
者
な
お
多
し
。
満
字
は
、
漢
字
に
照
ら
し
て
訳
出
す
る
に
係
る
。
今
、
満
字
は
巳
に
刻
し
完
り

　
　
ぬ
と
い
え
ど
も
、
漢
文
内
に
参
差
遺
漏
等
の
処
あ
り
。
も
し
請
明
し
て
校
正
せ
ず
ん
ぱ
、
恐
る
ら
く
は
、
罪
名
を
定
擬
す
る
に
軽
重
符
せ
ず
、
も
っ
て
遵
行

　
に
難
き
あ
る
を
致
さ
ん
。
も
と
よ
り
、
内
院
は
旧
律
に
照
ら
し
て
参
酌
・
校
正
す
る
に
係
れ
ば
、
請
う
ら
く
は
、
内
院
に
卑
し
て
、
旧
律
を
も
っ
て
臣
部
に

　
頒
発
せ
し
む
る
の
日
、
そ
の
参
差
遺
漏
等
処
は
、
詳
酌
校
正
し
て
可
な
り
等
因
聖
母
せ
り
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
満
文
律
の
訳
語
上
で
の
不
備
は
正
さ
れ
た
。
し
か
し
実
は
、
そ
も
そ
も
内
三
塁
が
満
文
訳
す
る
た
め
に
用
い
た
漢
文
の
旧

律
自
体
に
不
備
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
今
迄
の
部
分
的
な
手
直
し
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
根
本
的
に
、
旧
律
の
校
正

を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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さ
て
、
こ
こ
で
肩
馬
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
。
こ
れ
が
三
年
の
漢
文
律
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
旧
律
と
言
わ
れ
る
か

ら
に
は
、
新
律
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
先
に
の
べ
た
十
五
年
十
二
月
七
日
か
ら
の
作
業
が
、
新
律
作
成
の
作
業
だ
と
考
え
る
。

　
事
実
、
三
年
の
漢
文
旧
律
は
、
か
な
り
お
粗
末
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
文
科
学
研
究
所
の
『
大
濡
律
集
解
附
言
』
は
、
白

玉
堂
蔵
板
と
あ
る
以
上
、
部
頒
本
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
が
故
の
不
備
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
ま
で
ひ
ど
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う

の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
幾
つ
か
例
を
挙
げ
る
。
正
す
の
に
用
い
た
の
は
、
『
大
型
律
例
殊
註
広
彙
全
書
』
で
あ
る
。

　
○
名
例
巻
之
一
、
公
事
失
錯
律
の
タ
イ
ト
ル

　
　
　
公
小
火
出
　
　
公
事
失
錯
の
誤
り

　
○
同
右
、
化
外
人
有
犯
律
本
文

　
　
　
　
　
　
ア
く

　
　
　
凡
依
外
湯
人
犯
罪
者
　
　
依
は
化
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
彫

　
○
婚
姻
巻
之
六
、
嬰
楽
人
為
妻
妾
律
の
タ
イ
ト
ル

　
　
　
取
楽
人
為
妻
妾
　
　
取
は
嬰
の
誤
り

　
　
○
同
右
、
律
本
文

　
　
　
其
在
順
治
九
年
赦
前
婆
者
勿
論
　
　
九
年
は
元
年
の
誤
り

　
　
○
戸
役
巻
之
四
、
私
創
庵
院
及
私
度
僧
道
律

　
　
　
文
中
、
寺
観
の
観
の
字
が
全
て
規
な
る
俗
字
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こ
れ
ら
は
、
筆
者
が
気
付
い
た
分
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
か
な
り
ひ
ど
い
代
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
、
こ

れ
等
が
全
て
部
頒
本
で
な
い
が
故
の
ミ
ス
だ
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
対
檜
納
疏
に
言
う
よ
う
に
、
三
年
の
漢
文
律
に
は
、
か
な
り
の
参
差
遺

漏
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
不
手
際
は
、
刑
部
当
局
に
は
、
か
な
り
早
い
段
階
で
気
付
か
れ
て
い
た
。
十
二
年
正
月
出
塁
（
二
十
八
日
）
の
兵
科
都



督捕則例の成立（谷井）

給
事
中
魏
蕎
介
の
上
奏
に
、

　
今
、
天
下
の
各
衙
門
、
た
だ
重
書
一
部
を
有
す
る
の
み
。
鎖
閉
深
蔵
せ
ば
、
堕
民
与
り
聞
く
を
得
ず
。
故
に
法
を
犯
す
老
甚
だ
試
し
。

と
あ
る
の
も
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
ま
い
。
刑
部
と
し
て
は
、
自
ら
の
面
子
に
か
け
て
も
、
順
治
律
の
流
布
を
な
ん
と
か
阻
み
、
な
る

べ
く
早
く
校
訂
へ
と
持
ち
込
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
法
律
論
議
の
活
発
化
は
、
ま
さ
に
渡
り
に
舟
で
あ
っ
た
。
満
洲
人

達
も
、
よ
う
や
く
律
の
何
た
る
か
が
わ
か
っ
て
き
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
順
治
十
五
年
五
月
辛
亥
（
十
五
日
）
、
校
訂
開
始
が
決
定
さ
れ
る
。
順
治
律
が
制
定
さ
れ
て
既
に
十
年
忌
上
も
の
年
月
が

た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
事
態
が
皆
に
理
解
さ
れ
、
気
運
が
盛
り
上
が
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
時
間
が
必
要
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
決
し
て
遅
す
ぎ
た
と
は
言
え
ま
い
。

　
さ
て
、
対
言
納
疏
は
、
そ
の
後
、
三
法
司
で
律
を
校
正
せ
よ
と
の
旨
が
下
り
、
士
庶
と
磨
対
校
正
し
た
と
題
奏
し
て
終
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
時
磨
対
校
正
さ
れ
た
新
律
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
順
治
十
七
年
四
月
壬
辰
（
八
日
）
に
、

　
大
学
士
覚
羅
巴
語
調
・
衛
周
酢
・
空
言
・
戸
部
尚
書
王
弘
詐
・
刑
部
尚
書
能
図
等
、
諭
に
遵
い
て
律
例
を
校
訂
す
。
盛
京
定
例
、
及
び
歴
奉
の
上
論
、
並
び

　
に
部
院
衙
門
の
条
例
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
律
に
入
る
べ
き
、
ま
さ
に
律
に
入
れ
ざ
る
べ
き
各
欺
に
前
払
し
、
満
・
漢
文
各
六
冊
を
繕
写
し
、
御
覧
に
進
呈
す
。

と
い
う
作
業
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
丁
丑
（
二
十
六
日
）
に
、

　
吏
部
尚
書
覚
羅
伊
図
、
礼
部
尚
書
渥
赫
、
兵
部
尚
書
蘇
納
海
、
刑
部
尚
書
鍵
盤
爾
・
杜
盛
徳
、
工
部
尚
書
郭
科
に
命
じ
て
、
会
同
し
て
律
令
を
校
訂
せ
し
む
。

と
再
度
の
校
訂
が
行
な
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
校
訂
作
業
が
続
け
ら
れ
、
最
終
的
に
新
律
が
完
成
す
る
の
は
、
対
恰
納
疏
の
上
奏
さ
れ
た
日
付
で
あ
る
康
煕
九
年
十
二
月

十
二
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
従
来
我
々
が
広
い
意
味
で
の
順
治
律
と
目
し
て
き
た
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
康
煕
九
年

『
大
農
律
集
解
附
例
』
、
『
大
清
律
例
殊
註
広
彙
全
書
』
等
の
書
は
、
康
煕
律
と
で
も
呼
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
又
、
瀧
川
政
次
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郎
疑
が
、

さ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

戦
前
北
京
に
於
い
て
入
手
さ
れ
た
順
治
律
の
原
刊
本
も
、
戸
役
が
十
五
条
で
あ
る
以
上
、
実
は
康
煕
律
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
順
治
律
と
康
煕
律
を
判
別
す
る
最
大
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
は
、
な
ぜ
脱
落
し
た
の
で
あ
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ろ
う
か
。

　
答
は
、
も
う
示
さ
れ
て
い
る
。
順
治
十
七
年
四
月
八
日
の
段
階
で
、
そ
れ
は
、
事
実
上
兵
部
血
紅
の
露
髄
と
目
さ
れ
、
不
立
入
律
欺
に
分
類

　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
部
督
捕
が
、
刑
部
に
対
し
て
原
案
作
成
の
位
置
に
あ
る
か
ら
に
は
、
刑
部
と
し
て
も
、
律
を
失
っ
て
困
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
『
康
熈
大
事
会
費
』
に
の
べ
る
よ
う
に
、
督
捕
応
仁
は
、
兵
部
鼠
捕
の
成
立
と
と
も
に
次
第
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
で
は
あ
る
が
、
書
例
が
各
衙
門
律
例
の
総
名
で
あ
る
以
上
、
我
々
は
、
刑
部
の
不
例
た
る
律
か
ら
隠
匿
満
州
逃
亡
新
旧
家
人
律
を
脱
落
さ
せ

た
こ
の
時
を
も
っ
て
、
督
捕
則
例
成
立
の
一
大
画
期
と
み
な
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

①
　
『
皇
清
奏
議
』
巻
七
、
兵
部
露
骨
右
侍
郎
魏
嬉
、
罷
籍
没
定
逃
窩
疏
。
『
実
録
』

　
で
は
、
順
治
十
一
年
正
月
丁
巳
（
二
十
六
日
）
に
節
略
し
て
の
せ
る
。

②
順
治
十
一
年
二
月
置
寅
（
二
十
九
日
）
。

⑧
順
治
十
一
年
八
月
甲
申
（
二
十
七
旨
）
。

④
順
治
十
二
年
十
月
戊
辰
（
十
八
日
）
。

⑤
　
　
『
落
人
』
8
、
劉
昌
等
題
木
城
志
望
窩
素
人
芭
余
響
事
本
。

⑥
　
順
治
九
年
四
月
丁
卯
（
二
十
六
日
）
。
こ
れ
は
、
『
皇
清
論
議
』
巻
五
に
、
画
一

　
法
守
疏
と
し
て
の
せ
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
も
と
も
と
の
形
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
引

　
用
す
る
の
に
便
利
な
た
め
、
『
実
録
騙
の
記
事
を
引
い
て
お
い
た
。

⑦
『
着
癖
』
2
0
、
呉
達
廻
漕
捉
獲
三
次
逃
人
事
本
。

⑧
　
『
大
清
律
例
礁
註
広
彙
全
書
』
に
も
の
せ
る
が
、
康
煕
九
年
の
も
の
と
対
校
す

　
る
と
、
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

⑨
　
小
高
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
秀
三
「
清
朝
の
法
制
」
（
板
野
・
田
中
・
衛
藤
編
『
近

　
代
中
綿
研
究
入
門
』
東
京
大
学
区
版
会
、
一
九
七
四
所
収
）
二
八
九
・
九
〇
頁
参

照
。
滋
賀
氏
に
よ
れ
ば
、
小
櫛
の
大
部
分
は
順
治
三
年
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
単
に
本
文
の
意
味
を
い
っ
そ
う
明
瞭
な
ら
し
め
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
が

多
く
、
と
き
に
は
蛇
足
の
感
が
な
い
で
も
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、

順
治
律
に
小
譲
が
大
量
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
満
洲
人
の
理
解
を
助
け
る
た
め
、

も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
満
文
訳
す
る
に
当
た
っ
て
、
語
法
的
に
意
味
が
通
じ
、

満
洲
人
に
は
疎
遠
な
概
念
を
わ
か
り
易
く
説
明
す
る
た
め
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。
例
え
ば
、
刑
律
詐
偽
、
詐
称
内
二
等
官
律
の
小
繋
は
、
内
院
に
対
し

て
、
即
古
意
保
寂
黙
之
職
、
六
科
に
対
し
て
、
朝
廷
耳
目
、
六
部
に
は
、
軍
国
重

務
、
都
画
院
・
監
察
御
史
・
按
察
司
官
は
、
掌
風
憲
要
官
と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、

漢
人
を
対
象
に
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
『
読
例
存
疑
』
を
見
る
と
、
こ

の
訳
註
は
全
て
省
略
さ
れ
て
い
る
。
騨
允
升
は
「
此
傍
囲
律
、
順
治
三
年
修
改
、

並
添
入
小
註
。
…
…
雍
正
三
年
改
定
。
」
と
い
う
『
律
例
根
源
』
の
説
を
引
い
て
い

る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
雍
正
三
年
に
削
除
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃

に
も
な
れ
ば
、
満
洲
人
も
十
分
漢
人
化
し
、
こ
の
よ
う
な
小
蒲
が
蛇
足
と
な
っ
た



　
た
め
に
、
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑩
瀧
川
政
次
郎
「
清
律
の
成
立
」
（
『
支
那
法
制
史
研
究
』
有
斐
閣
、
～
九
四
〇
所

　
収
）
二
六
六
百
ハ
。

⑪
　
倶
し
、
脱
落
し
た
β
時
は
特
定
で
き
な
い
。
第
一
章
註
⑬
で
引
い
た
『
中
国
法

　
制
史
霞
目
』
に
引
く
『
大
田
律
集
鰐
附
例
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
に
は
『
欽

　
定
則
例
臨
一
巻
が
附
載
ざ
れ
て
お
り
、
康
熈
二
年
欽
准
の
〃
兵
都
督
捕
欽
定
逃
人

　
薯
宜
有
闘
則
例
”
が
輯
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
隠
匿
満
州
逃

　
亡
新
旧
家
人
律
は
、
康
煕
二
年
に
は
脱
落
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
白
玉
堂
本

　
『
大
賊
律
集
解
附
例
』
に
は
、
「
康
照
三
年
三
月
十
二
日
奉
旨
増
添
田
律
」
と
し
て

　
逃
人
に
関
す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
こ
ち
ら
に
従
え
ば
、
康
煕
三
年
段
階
で
は
ま

　
だ
脱
落
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
。

⑫
『
康
照
大
勝
聖
典
』
巻
一
〇
七
、
督
捕
　
、
則
例
。

⑬
『
戸
部
成
語
』
。

督捕則例の成立（谷井）

結

語

　
以
上
、
順
治
時
代
に
お
け
る
逃
人
問
題
を
、
官
僚
制
と
社
会
と
の
係
わ
り
で
み
て
き
た
。
満
洲
人
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
実
質
的
解
決
、

社
会
内
解
決
が
求
め
ら
れ
、
更
に
官
僚
制
内
解
決
を
加
え
る
の
は
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
漢
人
は
、
官
僚
制
内
解
決
に
こ
だ
わ
っ
た
。
基
本
的
に
麗
人
問
題
に
利
害
を
有
し
な
い
以
上
、
彼
等
は
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
満
洲
人
に
伍
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
満
洲
人
と
し
て
も
、
漢
人
と
共
同
統
治
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
以
上
、
漢
人
の
主
張
に
引
き
ず
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
迄
の
よ
う
に
、
無

頓
着
に
死
刑
に
当
て
て
い
て
は
、
成
程
毎
年
毎
年
多
量
の
死
刑
囚
が
出
る
。
確
か
に
漢
人
の
主
張
に
も
一
理
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
彼
等
は
、
法
律
論
議
、
官
僚
制
内
の
問
題
処
理
基
準
の
手
直
し
に
や
っ
き
に
な
り
だ
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま

で
も
、
ま
ず
官
僚
組
織
内
の
基
準
で
あ
る
が
故
に
、
証
人
の
実
質
的
解
決
、
社
会
内
解
決
と
は
一
定
程
度
霜
離
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
又
、
吏
部
に
諭
す
。
鼠
捕
衙
門
の
奏
す
る
と
こ
ろ
に
拠
る
に
、
逃
人
甚
だ
多
く
、
獲
え
し
者
は
極
め
て
少
し
と
あ
り
。
鼠
捕
衙
門
を
設
立
せ
る
は
、
専
ら
逃

　
人
を
稽
察
し
、
緯
解
を
厳
督
せ
ん
が
為
な
り
。
そ
れ
如
何
に
観
察
し
て
、
癖
者
を
し
て
必
ず
獲
え
し
む
る
か
、
如
何
に
法
を
立
て
て
あ
え
て
隠
匿
せ
し
め
ざ

　
る
か
は
、
全
く
議
及
せ
ず
。
た
だ
達
人
、
及
び
肇
獲
の
数
目
を
も
っ
て
奏
聞
す
る
の
み
。
（
兵
部
督
捕
左
侍
郎
）
呉
達
礼
・
（
兵
部
督
捕
右
侍
郎
）
霧
達
等
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
甚
だ
怠
玩
に
属
す
。
著
す
る
に
、
議
処
し
て
具
奏
せ
よ
。
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と
い
う
順
治
帝
の
不
満
・
怒
り
は
、
満
洲
入
全
体
の
不
満
・
怒
り
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
順
治
時
代
は
ま
だ
よ
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
満
洲
人
に
、
逃
人
問
題
解
決
へ
の
強
い
意
欲
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
が
逃
人

間
題
に
十
分
利
害
を
有
し
て
い
た
が
た
め
に
、
官
僚
制
と
社
会
が
そ
れ
で
も
ま
だ
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
官
僚
制
の
動
き
が
社
会
へ
、
社
会

の
動
き
が
官
僚
調
へ
と
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
強
い
意
欲
も
、
康
煕
時
代
に
入
り
、
時
が
立
つ
に
つ
れ
、
次
第
に
萎
え
て
く
る
。
こ
の
直
接
的
理
由
は
、
言
う
迄
も
な
く
、

満
洲
人
の
生
活
様
式
が
、
清
初
的
な
旗
手
経
済
か
ら
離
脱
し
て
い
く
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
康
煕
三
十
八
年
十
一
月
庚
子
（
六
日
）
の
兵
部
蝿
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
廃
止
、
事
務
の
刑
部
移
管
は
、
そ
の
官
僚
制
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
。

　
逆
に
言
え
ば
、
順
治
時
代
は
、
人
も
社
会
も
、
ま
だ
ま
だ
古
き
良
き
満
洲
の
時
代
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
入
関
後
、
文
化
的
に
も
社
会
的

に
も
圧
倒
的
に
多
様
で
複
雑
な
展
開
を
示
し
て
い
た
漢
人
世
界
に
臨
み
、
支
配
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
、
次
か
ら
次
へ
と
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
事
態
、
満
洲
人
が
全
く
知
ら
な
か
っ
た
事
態
が
現
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
、
】
つ
　
つ
対
処
し
て
い
く
う
ち
に
、
満
洲
人
は
、

入
も
社
会
も
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
順
治
帝
崩
御
の
前
日
、
順
治
十
八
年
正
月
丙
辰
（
六
日
目
の
記
事
、

　
　
　
　
　
ず
す

　
上
大
い
に
縛
む
。
内
大
臣
蘇
克
喉
頭
を
し
て
伝
諭
せ
し
む
。
京
城
内
、
十
悪
の
死
罪
を
除
く
の
外
、
そ
の
余
の
死
罪
、
及
び
各
項
の
干
犯
は
、
悉
く
釈
放
を

　
行
え
。

様
々
な
死
刑
囚
と
共
に
、
蛮
人
の
窩
主
達
も
釈
放
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
記
事
に
、
何
か
後
の
歴
史
の
展
開
を
先
取
り
し
た
も
の
を
見
た
と
し

て
も
、
あ
な
が
ち
故
な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
①
順
治
十
三
年
四
月
己
巳
（
二
十
一
日
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
樽
士
後
期
降
口
京
都
市
左
京
区

　
②
『
聖
撫
実
録
』
。

34　（194）



T｝1［E　ESTABLISHMENT　OF　THE　REGULATIONS
　　　　CONCERNING　TIIE　APPREHENSION　OF
　　　　　　　　　FUGITIVE　SLAVES（督捕則例）

TANii　Toshihito

　　During　the　Shun　chih（順治）era，　fugitive　slaves（逃人）who　escaped

from　the　IManchu　banner　families　caused　so　great　a　political　problem　that

the　Manchus　were　compelled　to　establish　severe　laws，　such　as　the　Code

of　Concealing　Manchus’Fugltive　New　and　O｝d　Slaves（隠匿満州逃亡i新i日

家人律）．On　the　other　hand，　the　Chinese　clarified　the　details　of　the　laws，

enforced　the　observance　of　them　and　succeeded　in　reducing　penalties．　This

resulted　in　the　repeai　of　the　Code　and　the　establishment　of　regulations

concerning　the　apprehension　of　fugitive　slaves．　But　such　revisions　of

the　laws　were　only　those　of　the　standards　to　which　the　Mandarins

referred　when　trying　cases．　The　social　causes　of　the　fugitive　slave　problem

remained　unchecked．

Zusamrnenleben　von　Katholiken

und　Protestanten　in　Augsbur．cr

NAGATA　Ryoichi

　　Die　Mehrheit　von　den　deutschen　Reichsstaaite　£tthrte　in　der　ersten

I＋lalfte　des　16．　Jahrhunderts　die　Reformation　ein．　Allerdings　war　ihre

spatere　Entwickltmg　jeder　Stadt　sehr　verschieden，　wenn　man　sie　immer

bis　zum　Ende　des　dreiBigjaHhrigen　Kriegs　von　1648　durchforschre．　Trotz

ihrer　EinfUhrung　der　Reformation　von　1534　brachte　die　Stadt　Augsburg

seit　1548　das　Zusammenleben　von　Katholiken　und　Protestanten　in　Ord－

nung　ttnd　legte　es　1649　als　nummerische　Paritat　in　der　ganzen　Stadtver－

fassung　vollsttindig　fest．

　　Durch　eine　etwa　ausfUhrliche　Untersuchung　der　politischen　und　reli－

gi6sen　Bedingungen　in　uncl　um　Augsburg　gelangen　wir　zu　den　folgenden

Beurteilungen．　1）　iT））er　entscheidendeste　Faktor，　der　ohne　spitzen　Ausein－

andersetzungen　die　Zusammenlebensverfassung　der　beiden　Konfessionen

in　einer　Stadt　entstehen　lieB．　war　eine　breit　zwischen　den　Stadtbewohner
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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